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ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景

ー
ー
ー
の
｝
岡
山
三
日
♂

河内凶即日♂

〉
自
ぽ
ロ
印
を
中
心
と
し
て

i
l
i
（
下
の
一
）

森

洋

四
、
建

設

資

金

古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
群
を
成
立
せ
し
め
た
諾
環
境
と
カ
ぺ

l
王
権
と
を
結
ぶ
諸
関
係
の
検
討
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
、

こ
れ
ら
の

カ
テ
ド
ラ
ル
を
建
設
す
る
に
要
し
た
資
金
の
出
処
に
つ
い
て
一
瞥
ぞ
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
疑
い
も
な
く
、
天
文
学
的
な
数
字
に
達
レ
た
に
相

違
な
い
こ
れ
ら
の
資
金
を
、
誰
が
、
如
何
な
る
方
法
で
調
達
し
た
か
を
、

一
応
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
は
、
前
章
に
の
べ
た

EHUヤ

宮】

gHH
が、

こ
れ
ら
の
建
設
に
お
い
て
荷
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
役
割
を
よ
り
具
体
的
に
知
り
得
る
と
共
に
、
推
定
さ
れ
る
関
係
者
グ
ル
ー
プ
の
う

ち
の
誰
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
主
権
と
の
関
係
を
考
察
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
予
備
的
作
業
と
も
な
し
得
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

前
章
ま
で
の
諸
考
察
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
関
係
の
直
接
史
料
が
極
め
て
乏
し
い
の
と

同
様
に
、
ぞ
の
経
済
関
係
の
史
料
も
、
殆
ん
ど
皆
無
に
近
い
。
唯
一
の
例
外
は
、
〉
ロ
宮
口
の
カ
テ
ド
ラ
ル

ω回目
E
l
F自
由
自
に
お
け
る
十
三
世

紀
末
の

l
l－
恐
ら
く
は
飛
梁
付
加
の
！

l
工
事
に
際
し
て
、
《
官
雪
山
田
町
民
》
（
宮
0
1
8円）

m
c
F
3
C
2
0－
が
、

計
年
度
に
つ
い
て
、

B
1
Z日
露
出
に
提
出
し
た
収
支
報
告
書
ご
油
の
み
で
あ
る
。
時
期
は
大
分
ず
れ
る
が
、
。
ロ
山
口

raa
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ

一
二
九
四
i
一
二
九
五
会

た
木
報
告
の
収
入
（
同
凸
8
祭
出
）
を
一
応
表
示
し
、

そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
我
々
は
以
下
の
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。

ゴ
テ
ィ
ァ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）
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額ー金

1, / Autunの capitulumに対す

I ；る賦課金。

2. I都市及U'＇教区内における空位

lb白昼ficesからの収入で，教

｜一ω 当該カデド
ラルの工事にあてらるべきも

σフ。

口項

ト〔開山 2d.コ
工事献金者（bienfait剖 rs）に j

認められた fodulgentia の収｜

ス。 l

ペンテコステのsy任。d巴に際し｜

ての募金何回te）及ifSaint-! 

？…onfr的均一J i 

臨時収入（2）。 I 34迂

て一事特別会計のための募金箱！
I 10£ 

からの収入（3）。 I 

Autunのカテドラルにおいて i
1294年のペシテコステから， ！ 
1295年のペンテコステまでに i 42遥

鋳造された deniersから本会｜

計ーにもたらされた予備投除額｜

に対する附加項目。 ｜ 

3. 

4. 

ζ

の
表
の
数
字
中
、
与
え
ら
れ

τい
る
も
の
は
第

5
1第
7
項
の
企
額
と
合
計
の
み
で
あ
る
c

そ
し
て
収
入
合
計
は
第

7
項
ぞ
除
い
て
ー
ー
ー

こ
の
控
除
の
理
由
ば
後
で
考
察
す
る

11140Z・
3
・
記
・
で
あ
る
か
ら
、
第
5
、
6
項
の
金
額
を
こ
れ
か
ら
差
引
い
た
数
字
が
第

i
t第
4
項

に
当
た
る
。
乙
の
収
入
に
対
し
て
、
計
上
し
て
い
る
支
出
は

M
8
h
－
Y
包
・
で
あ
る
か
p
h
i
－
そ
の
差
額
ご
o
h
・記－

E
－
及
、
伊
、
前
表
第

7
項

目
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
事
実
そ
の
説
明
は
、
報
告
書
前
文
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



「
一
二
九
五
年
、

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
ノ
八
日
間
メ
大
祝
日
後
ノ
金
曜
日
ニ
、

n－n
B
ニ
シ
テ
、

ω科目白件
F出
回
出

H
O

ノ
ゎ
r£
弘同円。ノ］い円。〈－
m
g
H同

タ
ル
岡
山
。
ゲ
叩
巳

n
F
4冊
目
ハ
、

上
記

n
Z
1
5
ノ
名
ニ
オ
イ
テ
一
二
九
四
年
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
ノ
八
日
間
ノ
大
祝
日
後
ノ
月
曜
日
カ
ラ
、
上

記
一
二
九
五
年
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
ノ
八
日
間
ノ
大
祝
日
中
ノ
主
日
マ
デ
ニ
、
ナ
サ
レ
タ
ル
全
費
用
〈
支
出
）
ト
収
入
ノ
会
計
（
8
5宮
叩
）
ヲ
行

ツ
タ
。
。
ぎ
】
白
ト
シ
テ
ロ
柿
・
ご
仏
・
ノ
控
除
ヲ
行
イ
、
門
更
ニ
U

当
該
支
出
ニ
ア
テ
ラ
ル
ベ
ク
受
ケ
タ
予
納
金
す
4
E
2
m）
ヲ
忘
レ
ル
コ
ト
ナ
ク

控
除
ス
レ
パ
、
〉
ロ
宮
口
ノ

n
r
4耳
目
ガ
上
記
月

crz
ニ
対
シ
テ
負
ウ
テ
イ
ル

u
u
h
－
P
・
出
・
ガ
残
り
、
ハ
ソ
ノ
U

額
ハ
、
上
記

mcgユ

ガ
、
上
記
〔
一
二
九
四
年
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
ノ
八
日
間
ノ
大
祝
日
後
ノ
V

月
曜
日
ニ
ナ
サ
レ
タ
会
計
後
一
一
、

krc宮
口
ノ

n
E
1
R
m
ニ
対
シ
テ

負
ウ
テ
イ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
」

以
上
の
う
ち
、

町
当
該
支
出
ニ
ア
テ
ラ
ル
ベ
ク
受
ケ
タ
予
納
金
」
と
は
、
前
表
第
7
項
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
最
後
の
u
u
h
・

合
・
出
・
は
、
前
年
度
欠
損
額
で
あ
り
、

一
応
岡
山
。
σ町
立
が
自
費
で
補
充
し
て
い
た
も
の
を
、
当
年
度
収
入
か
ら
、

n
E
1
H
B
が
返
済
し
た
も

の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
ゐ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
全
会
計
か
ら
の
控
除
額
は
、
日
M
h
p

ニ
子
十
品
N
h
・
5
p
出・
1
ア

3
F
P・泣－
H
－g
h
・

a・
と

な
り
、

M
h
・am－
g・
の
誤
差
冶
も
っ
て
、
収
支
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
前
文
か
ら
、

工
事
費
屈
が
す
べ
て
司
教
座
聖
主
参
事
会
の
責
任
干
に
お
か
れ
る
と
と
が
、
十
一
二
世
紀
を
通
じ
て
一
般
的
な
現
象
で
あ
っ

た
と
結
論
ず
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
第
一
に
と
の
会
計
報
告
は
、

カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
の
そ
れ
で
は
な
く
、
部
分
補
修
、

,. 

即
ち
維
持
工
事
の
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
会
計
は
、
唯
一
年
震
に
関
し
て
「
司
教
座
聖
堂
参
事
会
ノ
名
ニ
オ
イ
テ
行
ヲ
ル
タ
」
収
支
の
み

に
関
し
て
、
同
参
事
会
が
、
参
事
会
員
外
の
、
恐
ら
く
は
計
理
専
問
家
に
委
託
し
て
行
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
此
処
で
注
目
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
の
は
、

こ
の
例
外
的
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
収
支
に
お
い
て
も
、
尚
収
入
の
大
部
分
で
あ
る
出
A
h
－－

v・
記
・
が
、
第
1
項
か
ら
第
4
項

ま
で
の
収
入
に
属
し
て
い
る
と
云
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ち
四
項
目
の
収
入
は
、
第
5
、
第
6
顎
の
そ
れ
と
同
様
に
、

決
し
て
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
に
は
、

そ
れ
ら
の
噴
員

ゴ
テ
ィ
ジ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
之
そ
の
背
景
（
森
）
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》

を
、
先
ず

4
8
ω
5
8ロ
が
綿
密
に
考
察
し
た

P
E
5の
場
ば
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
の
具
体
性
を
賦
与
し
縛
る
で
あ
ろ
う
Q

四

二
九
四
年
の
火
災
後
、
率
先
し
て
、

叉
最
も
熱
心

k
n
r日
常
g
の
カ
テ
ド
ラ
ル
の
再
建
号
説
い
た
の
は
、
教
皇
使
節
で
あ
っ
た
カ
ル
デ

彼
が
改
革
を
終
え
た
ば
か
り
｛
悦
口
げ
を

5
を
説
い

ィ
ナ
ル
冨
冊
目
。
円

PMM即
日
目
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
ず
司
教

HN82仏
骨

E
Oロ
mcロ
と
、

コ一生
l

閉
そ
の
日
的
に
献
げ
る
と
一
手
ワ
決
議
を
行
わ
せ
た
。
当
時
最
も
強

力
で
富
裕
な
わ
町
田
立
可
申
と
し
て
令
名
の
高
か
っ
た
一
の
宮
門
可
g
の
ぞ
れ
の
収
入
は
、

て、

司
教
と

n
r
g
c宮
町
田
の
収
入
の
、
生
計
費
を
除
く
大
部
分
を
、

さ
し
あ
た
っ
て
建
設
争
開
始
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
更
に
そ
れ
に
加
え
て
、
空
位
げ
向
山
口
企
庁
g
の
収
入
号
、
数
年
間
を
限
り
、
工
事
に
む
け
る
決
定
も
行
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
以

上
の
如
〈
し
て
前
委
第
1
、
第
2
項
に
該
当
す
る
収
入
は
、

C
5
2
5∞
で
も
存
在
し
た
－
訳
で
あ
る
が
、
ぞ
の
何
れ
も
が
、
三
年
間
、

試
ば
数

年
間
と
時
間
を
間
以
ら
れ
て
い
た
。
終
っ
て
、

と
れ
ら
が
如
何
に
巨
額
で
あ
ろ
う
と
も
、

乙
の
収
入
の
み
が
半
世
紀
を
こ
え
る
大
工
事
の
す
べ

τ

を
ま
か
な
い
得
ぬ
と
と
は
一
一
－
一
同
そ
侯
た
な
い
。
事
実
経
済
的
危
機
は
三
年
を
す
ぎ
た
頃
に
お
と
ず
れ
、

そ
の
後
は
、
前
表
第
4
項
に
該
当
す
る
収

入
に
、
主
と
し
て
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
ゐ
ろ
う
。
第
3
培（の

Z
L
Z

－
m
州
開
口
昨
日
開
の
収
入
に
つ
い
て
は
、

nr国
立
同
町
田
に
は
確
証
が
な
い
が
、

こ
の
項
目
が
第
4
項
と
区
別
し
川
町
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。

第
4
項
の
募
金
（
宮
含
巾
）
に
属
す
る
収
入
号
待
る
方
法
は
、
大
別
し
て
二
つ
め
っ
た
。
第
一
心
方
法
は
、
豆
島
C
H

自
身
が
行
っ
た
如
く
、

呼
び
か
け
に
よ
っ
て
一
時
の
、
そ
し
て
比
較
的
大
口
の
献
金
を
得
る
か
、
或
は
「
講
」
を
印
ら
せ
て
、
継
続
的
な
献
金
の
予
約
、
或
は
労
働
方

の
提
供
を
行
わ
し
め
る
方
法
で
み
の
る
。
こ
の
方
法
は
、
特
に

h
r
a門
司
巾
叫
に
お
い
て
は
、

そ
の
教
会
の
特
殊
な
地
位
の
故
に
成
功
し
た
。
此
処

E
H
Z
E
が
行
っ
た
献
金
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、

で
「
講
」
が
如
何
な
る
成
果
を
挙
げ
得
た
か
は
、
す
で
に
前
（
第
二
章
）
に
述
べ
た
。
各
地
か
ら
晴
進
す
る
巡
礼
者
も
亦
、
経
済
・
労
カ
の
両
面

に
わ
た
っ
て
、
何
ら
か
を
提
供
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
も
増
し
て
、
王
以
下
の
諸
侯
や
、
当
時
は
富
裕
で
あ
っ
た
の
r
a
R
g
の

g品。ー

今
日
残
る
ガ
ラ
ス
絵
群
が
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
高
窓
列
及
び
祭

や
そ
の
姿
を
残
し
て
い
る
。

主
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
聖
俗
語
侯
が
紋
章
守
E
8
5）

身
廊
部
側
廊

室
部
廻
廊
放
射
状
祭
室
の
ガ
ラ
ス
絵
に
は
、



‘ー

の
ガ
ラ
ス
絵
に
は
、
そ
の
他
の
部
分
と
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
下
部
に
、
職
業
組
合
の
活
動
を
一
示
す
小
図
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ぞ
れ

（－
N
H
吋

t
H
M
M
H
作
製
）
は
王
の
一
家
に
属
す
る

切

B
S∞
ロ
ぬ
の
百
四
H
B
Z
E
n－2
へ
そ
の
一
議

kr－
w及
び
そ
の
娘
J

へ
♀

g
tが
そ
の
姿
舎
と
ど
め
、
北
の
そ
れ
（
－
M
M
4
1
H
N
u
a）
は
、

ら
両
空
間
を
つ
な
ぐ
袖
廊
部
の
南
北
両
パ
ラ
窓
部
は
、

南

ロ
O
B
s
r

ロH2ur
円
山
口
口
仏
師

フ
ラ
ン

ス
王
宮
古
門
l
円
。

zu
の
紋
章
（
耳
目
白
骨

C
沼
）
と
、
母
后
に
し
て
摂
政
で
あ
る
盟
国
国
ロ

Z
骨

n
g
E
F
の
絞
章
（
城
）
と
を
か
ぎ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
、
ガ
ラ
ス
絵
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
紋
章
・
人
像
ゃ
、
職
業
活
動
図
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
諸
侯
叉
は
組
合
の
奉
献
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
方
法
は
聖
遺
物
に
よ
る
も
の
で
め
る
。
こ
の
方
法
は
、

聖
遺
物
巡
行
団
の
例
等
が
、

い
わ
ば
最
も
古
典
的
な
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、

一
一
一
二
年
の

T
5ロ
の

こ
れ
が
十
二
世
紀
以
前
の
最
も
一
般
的
な
募
金
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
ο

（

ur同一
三
一
同
何
回

こ
れ
が
巡
礼
者
を
絶
え
ず
ひ
き
つ
け
て
い
た
事
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

に
お
い
て

は

「
聖
母
の
肌
着
」
の
令
名
は
余
り
に
も
高
く
、

一
一
九
四
年
か
ら

一
二
年
間
の
司
教
及
び
可
教
座
聖
堂
参
事
会
員
の
献
金
が
終
っ
て
財
源
に
危
機
が
お
と
ず
れ
た
際
に
、
参
事
会
員
が
ま
ず
と
っ
た
対
策
は
、
こ
れ

（釦）

の
巡
行
で
あ
っ
た
。
更
に

F
Oロ
F
8
5
g
m
r
h
v
R仲
同
町
田
は
「

ω丘
E
m
k
rロ
ロ
白
の
頭
」
を
購
入
し
て
、
こ
れ
を
カ
テ
ド
ラ
ル
に
送
っ
た
が
、

ζ

の
聖
遺
物
も
亦
、
相
当
な
収
入
源
と
な
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
最
後
の
方
法
は
、
聖
遺
物
そ
の
も
の
の
真
偽
、
奇
蹟
、
或
は
そ
れ

に
伴
な
っ
て
行
く
説
教
者
等
に
関
レ
て
、
極
め
て
問
題
が
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
事
実
一
一
二
五
年
の
戸
町
民
民
自
公
会
議
（
n
c
p門店ロ
B

CHasgmmH〈
・
。

g
a白
日
目
）
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
如
き
決
定
を
下
し
た
。

「
何
者
カ
ガ
諸
聖
λ
ノ
遺
物
ヲ
売
り
立
テ
ニ
出
シ
、
或
ハ
ソ
レ
ラ
ヲ
其
処
此
処
デ
見
セ
物
ニ
ス
ル
コ
ト
ニ
ヨ
ツ
テ
、
余
り
ニ
シ
パ
シ
パ
キ
り

ス
ト
教
ノ
ハ
名
誉
ガ
〕
傷
ツ
ケ
ラ
レ
テ
イ
ル
ト
コ
ロ
カ
ラ
、
慈
今
ハ
同
様
ノ
不
名
誉
ヲ
U

蒙
ラ
ザ
ラ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、
本
命
令
（
仏
白
ロ
円
o
g
g）

ヲ
モ
ツ
テ
次
ノ
如
ク
定
メ
ル
。
古
来
ノ
〔
聖
〕
遺
物
ハ
、
決
シ
テ
聖
遺
物
匝
（
ロ
品
目
P
）
外
ニ
出
サ
ザ
ル
ベ
ク
、
売
立
テ
ニ
出
サ
ザ
ル
コ
ト
。

而、
ν
テ
新
タ
ニ
発
見
サ
レ
タ
ル
ハ
聖
遺
物
U

ハ、

マ
ズ

同
O
B戸
教
皇
ノ
権
威
ニ
ヨ
ツ
テ
承
認
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
、
何
人
モ
円
コ
レ

ヲ
〕
公
ケ
ニ
崇
敬
〔
ノ
対
象
ト
U

ス
ベ
ク
試
ミ
ザ
ル
コ
ト
。

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

五



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

ム，、

ヨ
ツ
テ
高
位
聖
職
者
タ
テ
（
官
白
色
白
仲
間
）
ハ
ソ
ノ
他
ニ
モ
、
多
ク
ノ
場
所
デ
、

オ
ワ
ニ
フ
レ
テ
慣
行
サ
レ
タ
ル
、
ガ
如
キ
、
空
シ
イ
嘘
言
ヤ
、

偽
造
文
書
ニ
ア
ザ
ム
カ
レ
テ
、
ハ
聖
造
物
U

尊
崇
ノ
件
デ
彼
ラ
ノ
教
会
ニ
来
ツ
タ
モ
ノ
タ
チ
ヲ
、

又
奉
献
の
募
集
者

許
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
ィ
。

た
ち
（
巳
2
B
c
m百
回
E
B
A
C同町田
5
5凹
）
も
、

ぞ
の
説
教
の
中
で
他
を
あ
ざ
む
く
こ
と
に
よ
り
、
何
ら
か
の
思
弊
を
及
ぼ
す
に
よ
っ
て
、
教

皇
又
は
教
区
司
教
の
真
正
の
書
簡
を
提
示
せ
ぬ
限
り
、
許
可
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
叉
ぞ
の
際
に
、
同
上
書
簡
に
も
ら
る
べ
き
ハ
内
容
U

一
切
ハ
教
区
U

民
（
句
。
H
V

己
cm）
に
一
不
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
・
・
・
・
」

に
つ
い
て
は
、

ζ

の
決
定
は
明
ら
か
に
望
遠
物

ω
巡
行
に
よ
る
寡
金
法
化
致
命
傷
を
与
え
る
4
0
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
挙
に
こ
心
方
法
を
消
減
さ
せ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
ロ
巾
R
2
m
L
E
E
C
B
m
C片山山
H
M
内
が
こ
の
円
回
目
。
ロ
を
収
録
し
た
際
に
、
前
掲
拙
訳
で
は
片
仮
名
で
記
し
た
前
半

本
口
田
口
C
ロ
の
絞
半
部
で
み
の
る
宮
門
戸
己
哲
E
S
K
関
す
る
決
定
と
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら

一
一
二
五
年
頃
に
は
不
可
分
に
結
び
つ

部
を
除
去
し
、
平
仮
名
で
記
し
た
後
半
部
の
み
を
、

で
め
る
。
又
こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
聖
遺
物
に
よ
る
募
金
と
、

昨ロ門山口同ぬ由
H
M

昨
日
日
に
よ
る
そ
れ
と
が
、

い
て
考
え
、
f

す
れ
て
い
た
事
、
或
は
そ
心
後
聖
遺
物
に
よ
る
方
法
が
漸
次
そ
の
重
要
性
を
失
っ
て
行
っ
た
事
等
を
一
山
レ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
推
定
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
何
と
な
れ
ば
恐
ら
く
は
同
様
の
諸
方
法
で
資
金
を
調
達
し
た
で
あ
ろ
う
河
民
自
由
‘
や
〉
5

－05
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
前
者
の
工
事
開
始
は
一
二
一
一
年
、
後
者
は
一
二
二

O
年
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
事
実
同
由
吉
田
に
つ
い
て
は
、
宮
内

E
m
g
i

江
田
が
紛
争
の
種
と
な
っ
た
。

剛山色
H
H
H
m

に
お
け
る
こ
の
種
の
問
題
が
如
何
な
る
も
の
マ
あ
っ
た
か
を
知
る
、

一
二
四
六
年
四
月
に
出
さ
れ
た

最
も
明
瞭
な
手
が
か
り
は
、

教
暴

Hm口。
o
g
t
g
H〈
の

《

n
c
E片山
g
c
cロ町田町沖【円四円同町
g
B》
（
《
河
O
B出
口
担
開
口
門
戸
日
田
町
【
山
口
O》
）
の
前
文
に
よ
っ
て
提
供
ヨ
れ
る

J

の
前
文
は
、
〈
由
民
ロ
に
よ
っ
て
始
め
て
復
原
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
が

F
F
2
ω
日
宮
田
口
昂
口
同
町
丹
色
宮
自
に

5
8口
。
ロ
冊
目
を
提
供

す
る
に
い
た
る
、

こ

剛
山
即
日
自
由
大
司
教
と

ω0日
目
的
。
ロ
凹
や
（
U
Z
E
E－∞
5
i冨
田

5
0
等
の
属
司
教
た
ち
と
の
紛
争
の
経
緯
を
記
述
し
な
が
ら
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



「
更
ニ

同
州
命
日
目
朋
ノ
教
会
ノ
建
設
ノ
タ
メ
ニ
ア
テ
ラ
レ
ル
募
金
者
（
ρ
ロ
gぢ円
g）
ニ
ツ
イ
テ
モ
、

ソ
レ
ラ
属
司
教
ノ
教
区
民
（

E
E
E）

ヲ
、
彼
ラ
ガ
募
金
者
ヲ
妨
害
シ
タ
ト
ヵ
、
或
ハ
〔
彼
ラ
ニ
〕
従
オ
ウ
ト
欲
、
ν
ナ
イ
ト
カ
云
イ
タ
テ
テ
、
彼
ラ
ノ

o
呂
口
正
g
ノ
前
ニ
出
頭
ス

ベ
ク
召
喚
ス
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
、
〔
属
司
教
ノ
〕
椛
限
（
匂
む
お
3
2）
ヲ
担
ネ
テ
イ
ル

0

・
・
・
同
上
大
司
教
ハ
吏
ニ
、
重
荷
ニ
一
重
荷
ヲ
加
ェ
、
従

順
ノ
聖
徳
ノ
ハ
名
〕
ニ
オ
イ
テ
、
新
タ
一
一
ソ
ノ
属
司
教
タ
チ
ニ
次
ノ
如
ク
命
ジ
タ
。
即
テ
彼
〔
大
司
教
U

ノ
モ
ト
カ
ラ
上
記
工
事
ノ
タ
メ
ニ
．

派
遣
サ
レ
タ
募
金
者
ヲ
誠
実
ニ
ム
カ
エ
イ
レ
テ
、
平
和
ナ
期
待
ヲ
モ
ツ
テ
、

〔
属
司
教
ノ
〕
教
区
民
ニ
、

彼
ラ
ガ
上
記
教
会
ノ
件
ヲ
ノ
ベ
ル

コ
ト
ヲ
許
ス
ヨ
ウ
一
一
。
又
更
ニ
ツ
ケ
加
エ
テ
〔
属
司
教
U

自
身
マ
ズ
手
ハ
ジ
メ
ニ
、
彼
ニ
神
カ
ラ
与
エ
ラ
レ
タ
財
産
カ
ラ
、
向
上
教
会
建
設

工
事
ノ
タ
メ
ニ
、
鷹
揚
ナ
ル
献
金
ヲ
行
ワ
コ
ト
。
叉
彼
門
大
司
教
U

ノ
告
示
ニ
テ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
所
ト
、
同
上
属
司
教
タ
チ
ノ
意
図
ト
ヲ
、

カ
レ
ラ
ノ
教
区
民
タ
チ
ニ
行
キ
ワ
タ
ラ
シ
メ
、

モ
ツ
テ
彼
ラ
ガ
当
該
教
会
ノ
タ
メ
ノ
寄
金
者
ノ
講
（

8
ロ片岡
2
F
Z
5
F
2
2ロ
ヨ
）
ニ
従
ィ
、

ソ
ノ
議
中
（

ng宮
E
）

ハ
各
自
ソ
ノ
財
産
能
力
ニ
応
ジ
テ
、

毎
年
ハ
一
度
U

一
定
額
ノ
金
銭
又
ハ
収
獲
物
ヲ
モ
ツ
テ
、

同
上
教
会
ヲ
訪

レ
ル
〔
ヨ
ウ
ニ
ス
ル
U

コ
ト
。
更
ニ
同
上
募
金
者
ノ
到
着
ニ
際
シ
テ
ハ
、

〔
タ
ト
エ
ソ
レ
ガ
U

平
日
〔
デ
ア
ロ
ウ
ト
、

一
日
ヲ
U

正
式
ニ
指

定、
ν
テ
（
同
町
叫
に

m
F
E
E－
印
印
。
目
。
自
己
吉
田
）
、
祝
祭
ヲ
行
ナ
ィ
、

且
コ
レ
ラ
募
金
者
ノ
前
ニ
呼
ビ
集
メ
ラ
レ
タ
上
記
教
区
民
ハ
、
主
日
ニ
オ
ケ

ル
ガ
如
ク
ニ
、
彼
テ
（
募
金
者
）
カ
ラ
許
可
ヲ
得
円
、
ザ
ル
U

限
り
、

労
働
セ
ン
ト
試
ミ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。
又
上
記
教
会
ノ
使
者
（

E
R円即日

募
金
者
）

ハ
他
ノ
募
金
者
二
優
先
セ
シ
メ
ラ
ル
ベ
夕
、

伎
ラ
ガ
受
イ
レ
ラ
レ
タ
ル
週
間
ニ
ハ
、

如
何
ナ
ル
他
ノ
使
者
ヲ
モ
許
可
セ
ザ
ル
コ

ト
。
彼
ハ
大
司
教
U

ハ
吏
ニ
ソ
ノ
官

2
z
n
E
ヲ
通
ジ
テ
、

同
上
建
設
ニ
寄
与
シ
タ
モ
ノソ

ノ
上
誓
願
違
反
ャ
、
肉
親
ヘ
ノ
攻
撃
ノ
罪
ア
ル

（σ目ロ巾同
mwnHOH町田）

一
年
間
ノ
賠
宥
（
百
l

円山口－

mgt目
）
ヲ
与
ェ
、
総
公
会
議
ノ
決
定
（
凹
片
山
吉

S
8
5
5
∞g巾
吋
戸
ロ
凹
）
ヲ
コ
エ
テ
、

（お｝

モ
ノ
ニ
モ
、
噴
罪
ノ
赦
シ
（
3
5
5
Z
H
H
g）
ヲ
与
エ
タ
。
・
・
・
」

（担｝

一
部
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
間
四
日
自
由
の
M
M
5
4
日
ロ
ロ
日
目
、
が
あ
げ
て
そ
の
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
を
た
す
け
た
事
実
を
示
す
も

以
上
の
引
用
号
、

の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
樫
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

ζ

の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
こ
の

ゲ
戸
】
戸
田
の
前
文
全
体
は
、

こ
の
時
期

七



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
ハ
森
）

の
】
川
町
一
自
由
の
大
司
教
や
丘
町
山
口
正
王
山
、
更
に
そ
れ
ら
の
威
を
か
り
で
横
車
を
お
す
募
金
者
た
ち
に
対
す
る
怨
嵯
の
声
に
満
ち
て
い
る
。
内
容
上
、
‘

八

上
掲
の
引
用
文
は
二
部
分
に
丹
れ
て
い
る

Q

即
ち
第
一
に
基
金
者
の
日
に
あ
立
る
横
行
で
あ
り
、

そ
の
行
為
は
、
大
司
教
と

。
同
片
付

E

－mm
の

1
1裁
判
権
に
基
ず
く
！
1
脅
迫
に
よ
っ
て
裏
ず
げ
お
れ
て
い
る
。
第
二
は
大
司
教
に
よ
る

FE己
m
g
r
や
お
白
目
立

S
2
の
濫
発
で
あ
り
、

と
れ
も
教
会
裁
判
に
よ
る
罪
の
宣
告
を
ま
っ
て
、
始
め
て
有
効
な
手
段
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
上
掲
の
げ
己
宮
は
、
剛
山
氏
忠
由
の
－
MHO－

（剖）

4
山
口
口
山
田
に
わ
け
る
、
大
司
教
と
属
司
教
と
の
聞
の
裁
判
佐
を
め
ケ
る
諸
問
題
の
解
決
ぞ
目
的
と
し

τい
た
の
で
あ
る
Q

紛
争
の
内
容
は
、
長
文
の
前
文
中
に
も
績
述
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
別
と
し
て
も
、

阿
山
町
即
日
目
の
諸
裁
判
権
が
こ
の
時
期
に
如
何
な
る
行

動
ぞ
と
っ
て
い
た
か
は
、

同
州
企
吉
田
の

ω巳ロマ阿川町同
H
H

山
修
道
院
を
め
ぐ
る
一
連
の
教
皇
文
書
か
ち
明
ら
か
に
な
る
。

同ロロ

cngzgH〈
は
、

一
一
一
四
四
年
一
月
七
日
に

ω巴ロ
7
m何
百
円
に
対
し
て
「
・
・
・
我
ガ
先
任
者
タ
チ
ニ
ヨ
ツ
テ
汝
ラ
ト
汝
ラ
ノ
修
道
院
ニ
対
シ
テ
賦
与
シ
タ
山
口
円
四
Ci
－－

mmロ片山田
mw

ヤ
℃
巳
i
－m∞
ぽ
ノ
ウ
チ
、

ソ
ノ
ア
ル
モ
ノ
ノ
行
使
ハ
怠
慢
ノ
タ
メ
ニ
従
来
ハ
ナ
オ
ザ
り
ニ
サ
レ
テ
イ
タ
ガ
、
．

コ
レ
日
フ
匂
江
4
日
1
2

－mm山
田
ヤ
山
口
含
紅
白
ロ
片
山
田
ガ
、
裁
判

C
E
W
E
B）
ヤ
他
ノ
場
所
デ
、
自
由
ニ
行
使
サ
レ
ル
コ
ト
ヲ
・
・
・
認
メ
ル
（

s
p－m白
5
5）
・
・
・
・
」
と
云

う
H
V
H
Z
己
認
怠
を
与
え
た
。
と
れ
ば
、
次
に
の
ベ
る
一
連
の

t
c
r
o
に
対
す
る
前
提
条
件
を
確
立
し
た
も
の
で
め
る
。
即
ち
同
年
二
月
九
日

の
］
M
H
E
r
m
E
B
は
次
の
如
く
云
う
。

「
・
・
ア
ル
種
ノ
教
会
高
位
聖
職
者
タ
チ
ヤ
、
彼
ラ
ノ

oEn－乙
g
ガ、

俗
件
ニ
ツ
J

士ア、

ソ
ノ
裁
判
権
（
g
m
E
Z
O）
ガ
彼
ラ
ニ
デ
ハ

ナ
ク
、
汝
ラ
ニ
属
シ
テ
イ
ル
コ
ト
明
ラ
カ
デ
ア
ル
、

汝
ラ
ノ
修
道
院
ノ

r
C
5
5
2
 ヲ、

在
的
ニ
ハ
不
可
能
ナ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
、

最
大
限
ニ

〔
既
成
U

事
実
〔
ヲ
作
ル
コ
ト
〕
ニ
ヨ
り
、
汝
ラ
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
テ
裁
カ
ン
ト
シ
テ
イ
ル
。
俗
人
ハ
俗
件
ニ
ツ
イ
テ
ハ
彼
ラ
〔
俗
人
U

ノ

面
前
ニ
オ
ケ
ル
ソ
ノ
裁
判
デ
裁
カ
レ
、
彼
ラ
〔
高
位
聖
職
者
ヤ
ソ
ノ
。
古

n
z
g〕
ニ
裁
判
権
ガ
円
属
シ
テ
イ
ル
ト
U

認
メ
ガ
タ
ク
、
〔
従
ツ

テ
U

上
訴
（
出
署
在
住
。
岩
田
）

ヤ
ソ
ノ
他
正
門
一
ナ
手
間
は
ニ
ヨ
ル
例
外
〔
ヲ
ノ
ゾ
ケ
パ
、
U

彼
ラ
〔
聖
職
者
〕

ノ
吟
味
カ
ラ
ハ
遠
ザ
ケ
ラ
レ
テ

イ
ル
ノ
ヲ
常
ト
ス
ル
ガ
、
彼
ラ
ハ
彼
〔
俗
人
〕
ニ
、
事
前
ニ
欠
席
ノ
マ
マ
破
門
宣
告
（

2
8
B
B
E
E邑
8
2
2
E
S
E）
ヲ
下
ス
。

ソ
ノ



解
除
ノ
タ
メ
ニ
、

ア

償
イ
ノ

名
目
デモ
f「 Lノ。ロ，、
尚、ノ

p.. ノ
開俗

5 人
目ガ
同〕

ε 宮

ダ裕
マナ
シフ
トハ
ノレ 、
.o 九

り

ιfz I .. 
）フ

ノレ

ア
ナ

ウ
ス
ヲ

他
カ
フノ、
他
ノ

額
ノ

金
銭
ヲ

正
義

反
しノ

そ
の
二
日
後
、
二
月
十
一
日
の
官
庁
口
四
位
C
B
も
、
同
一
内
容
を
、
更
に
激
し
い
表
現
で
繰
返
し
た
。

「
目
・
・
・
ア
ル
種
ノ
教
会
高
位
聖
職
者
タ
チ
、
更
ニ
彼
ラ
ノ
。
呂

n
E
B
ハ
、
盲
目
的
ナ
貧
欲
ニ
誘
ワ
レ
テ
、
又
ソ
ノ
菩
沓
サ
ニ
節
度
ヲ
加

ニL
ス、

汝
ラ
ノ
修
道
院
ノ

Z
B
E
g
ヤ

B
B回目。
E
江
戸
カ
ラ
ダ
マ
シ
ト
ル
機
会
ヲ
モ
ツ
タ
メ
ニ
、

シ
パ
シ
パ
彼
ラ
ヲ
破
門
シ
、

マ
ズ
一
定

額
ノ
金
銭
ガ
償
イ
ノ
名
目
デ
彼
ラ
ニ
支
払
ワ
レ
ヌ
限
り
、

ソ
ウ
シ
タ
宣
告
ヲ
解
除
シ
ョ
ウ
ト
欲
シ
ナ
ィ
。
モ
シ
タ
マ
タ
マ
コ
レ
ラ
ハ
ノ
宣
告
〕

ヲ
解
除
シ
タ
ニ
、
ν
テ
モ
、

戸
実
状
ハ
U

程
遠
ク
、

ソ
レ
ニ
ツ
イ
テ
旧
イ
慣
習
法
（
白

E
5
5
8
5
5
H
E
O）

コ
レ
コ
ソ
真
ニ
腐
敗
ト
云
イ
得
ル
デ
ア
ロ
ウ
。
・
・
」

同
様
ノ
金
銭
ヲ
支
払
ワ
ネ
パ
、

ヲ
主
張
シ
テ
、
同
様
ノ
宣
告
ニ
引
キ
モ
ド
ス
。

先
に
挙
げ
た
一
月
七
日
の
官
－

i
r
m
E
B
も、

一
月
九
日
、

同
十
一
日
の
そ
れ
も
、

何
れ
も
こ
う
し
た
侵
害
行
為
か
ら

ω乱
ロ
マ
河
自
己
を

守
る
た
め
の
空
し
い
措
置
で
あ
っ
た
。

更
に
一
二
四
五
年
一
月
十
八
日
の
同
修
道
院
宛
の
官

E
－m
m
E
S
は、

事
情
が
一
向
に
変
っ
て
い
な

い
事
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
・
・
・
・
汝
ラ
ノ
修
道
院
ノ

Z
B
E
g
ヤ

g
g回目。
E
巴
、
或
ハ
ソ
ノ
他
ノ
モ
ノ
ガ
、
汝
ラ
ノ
法
廷
（
向
。

2
5）
ニ
属
シ
テ
イ
ル
〔
ニ
モ
カ
カ
ワ

ラ
ズ
〕
、
汝
ラ
ャ
、
汝
ラ
ノ

H
V
H開
閉
】

C
m
H
宮
田
ヤ
』
ロ
田
宮
ロ
回
同
HH

ノ
面
前
デ
、
越
権
ニ
ヨ
り
、
又
ハ
同
州

a
g田
ノ
山
教
会
法
廷
ニ
属
、
ν
テ
ハ
イ
ナ
イ

正
当
ナ
諸
件
ニ
ヨ
り
、
集
メ
ラ
レ
、

〔
カ
レ
ラ
ヲ
〕
汝
ラ
ノ
裁
判
カ
ラ
遠
ザ
ケ
、

裁
判
権
（
古
門
戸
田
弘
笠
宮
）

ヲ
破
壊
セ
ン
ガ
タ
メ
ニ
、

ソ
ノ

地
ノ
正
規
教
会
裁
判
官
こ

E
w
g
o
E－
E
忌）

ノ
モ
ト
ニ
上
訴
ス
ル
〔
コ
ト
ヲ
強
イ
ラ
レ
ル
ガ
如
キ
事
態
U

、
ガ
、
シ
パ
シ
パ
生
ジ
テ
イ
ル
。

コ
レ
ラ
ノ
上
訴
裁
判
権
（
高
官
－

E
－
8
2）
ハ
、
タ
ト
エ
些
事
ニ
〔
関
シ
テ
デ
〕
ア
ロ
ウ
ト
モ
、

無
差
別
ニ
向
上
修
道
院
ノ
権
利
ヲ
オ
カ
シ

テ
、
汝
ラ
ャ
、
汝
ラ
ノ
上
記
官

4
2
E
ヤ
古
門
出
g
H
Z

ニ
適
用
サ
レ
、
モ
シ
ソ
ノ
上
訴
ニ
対
シ
テ
汝
ラ
ガ
反
対
ノ
行
動
デ
モ
ス
レ
パ
、
コ
レ

ラ
ニ
対
シ
テ
何
等
ノ
裁
判
権
ヲ
モ
有
ス
ル
ト
ハ
認
メ
ラ
レ
テ
イ
ナ
イ
ニ
モ
カ
カ
ワ
ラ
ズ
、

ヒ
タ
ス
ラ
、
真
ニ
腐
敗
ト
呼
パ
レ
得
ベ
キ
慣
習
法

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

ブL



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

一C

ヲ
主
張
シ
テ
、
聖
務
禁
止
（
5
Z丘
W
Z
B）
、
聖
務
停
止
（
自
由
宮
口
回
目
。
）
、
或
ハ
破
門
（
ぬ
凶
8
5
5ロ
ロ
甘
え
芯
）
ノ
宣
告
ヲ
下
ス
。
・
・
・
」

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、

岡
山
色
自
由
の
裁
判
権
を
め
ぐ
っ
て
、

明
瞭
な
像
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
即
ち
此
処
に
は
「
ア
ル
種
ノ
高
位
聖
職
者

タ
チ
（
官
色
白
色
）
卜
、

ソ
ノ
。

E
n
u
r由
」
及
び
「
教
会
ノ
正
規
裁
判
官
」
が
登
場
す
る
。
彼
ら
は
、
全
官
。
三
ロ
ロ
宮
を
通
じ
て
、
国
℃
℃
色
白
色
。

の
名
の
も
と
に
、
俗
人
に
対
し
て
も
「
比
一
一
事
」
に
い
た
る
ま
で
、
事
実
上
の
第
一
審
裁
判
権
を
行
使
し
、
し
か
も
破
門
宣
告
を
濫
発
し
、
そ
れ

を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
正
当
な
裁
判
官
に
対
し
て
も
同
様
な
報
復
手
段
を
と
る
こ
と
を
臨
時
膳
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
宣
告
を
と
く
に
つ
い
て
は
、

「
償
イ
ノ
名
目
デ
」
金
銭
が
強
要
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
柄
は
「
旧
イ
慣
習
法
」
の
名
の
も
と
に
強
行
さ
れ
る
。

カ
テ
ド
ラ
ル

建
設
の
た
め
の
募
金
者
た
ち
は
、

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

此
処
に
い
た
れ
ば
、
問
題
が
、

こ
れ
ら
募
金
者
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

ひ
し
ろ
何
冊
目
B
印
の
裁
判
権
の
構
造
、
及
び
そ
の
行
使
法

に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
二
四
六
年
の
《
列
。

s
g同
R
己
四
回
目
白
》
の
中
心
問
題
も
、
構
造
の
面
で
は
、

。町内山口
U
E
A
V
で
あ
り
、
行
使

の
面
で
は
、
田
R
X
L
－
注
目
。
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

日
8
5
5ロ
ロ
山
口
伊
丹
円
。
及
び
そ
の
「
償
イ
〆
」
の
問
題
は
、

そ
れ
ら
の
結
果
生
じ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
又
こ
の
「
償
イ
」
と
は
、
恐
ら
く
は
山
口
仏
何
回
目
宮
口
片
山
田
又
は

5
5－g
H
O

ぞ
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
岡
山
巳
B
聞
の
大
司
教
側
は
、

そ
の
行
使
面
で
の
非
難
に
次
の
よ
う
な
弁
明
ぞ
試
み
て
い
る
。

つ
・
・
・
刃
包
B
田
ノ
〔
大
司
教
U

法
廷
（

2
同日目

5
5
8回目白）

ハ
、
法
又
ハ

8
5
5宮内山
O

ニ
ヨ
ツ
テ
彼
ハ
大
司
教
U

ニ
許
サ
レ
タ
ル
ガ
如

ク
ニ
、

ソ
ノ
勺
5
1
D
n
E
属
司
教
ヤ

a
n
r
E
2
8巳
ヤ
他
ノ
高
位
聖
職
者
タ
テ
ノ
投
ゲ
カ
ケ
ル
名
句
己
目
白
片
山
O
ロ何回

ヲ
用
又
ケ
テ
、

ソ
レ
ラ
ヲ
’

裁
ク
。

カ
ク
〔
同
盟
）
己
目
白
巳
O
ロ白血

ヲ
〕
受
ケ
テ
〔
ソ
レ
ラ
ヲ
〕
裁
ク
コ
ト
ハ
、

ソ
レ
ニ
ツ
イ
テ
記
憶
ノ
存
シ
ナ
イ
時
カ
ラ
、

ア
タ
カ
モ
所
有

セ
ル
ハ
権
限
〕
ノ
如
ク
ニ

（円ロ
A
口問団即日】。

a
g回
目
。
ロ
白
）
〔
存
シ
テ
キ
タ
〕
。

カ
カ
ル

8
ロ
田
口
町
宮
内
凶
。
ハ

何回目
B
回
教
会
ニ
特
別
ノ
モ
ノ
デ
ハ
ナ

ク
、
ス
ベ
テ
ノ
の
戸
店
戸
ノ
首
都
大
司
教
ニ
〔
存
シ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
）
・
・
・
」

「
・
・
・
・
コ
レ
ラ
列
企
B
田
教
会
ノ
。
毘
己
主
2
ガ
、
反
対
側
ガ
主
張
ス
ル
ゴ
ト
ク
、

募
金
者
タ
チ
ニ
召
喚
ノ
権
限
ヲ
依
託
シ
タ
コ
ト
ハ
ナ



ィ
。
河
内
百
団
教
会
ノ
建
設
工
事
ノ
タ
メ
ニ
、
神
カ
ラ
授
ケ
ラ
レ
タ
財
物
門
ノ
一
部
〕
ヲ
喜
捨
シ
、

講
ヲ
作
リ
、

ソ
ノ
他
同
上
工
事
ガ
必
要

ト
ス
ル
消
耗
品
ヲ
分
ツ
ヨ
ウ
ニ
、
属
司
教
ヤ
ソ
ノ
教
区
民
ニ
命
ジ
誘
ナ
ウ
コ
ト
ハ
、

或
ハ
向
上
教
会
ノ

法
ヤ
平
衡
（

Z
S門戸田）

ニ
ヨ
リ
、

g
E
E
E含
ニ
ヨ
ツ
テ
、
彼
門
大
司
教
〕
ニ
許
サ
レ
テ
イ
ル
。
・
・
・
・
」

「
・
・
・
・
更
に
同
町
山
自
由
ノ
。
呂
江
戸
日
目
印
ハ
、
最
モ
重
大
ナ
事
件
ニ
モ
、

ソ
ノ
属

司
教
ノ
聖
務
ヲ
禁
止
シ
、

最
大
ノ
熟
慮
ヲ
童
、
不
、

〔
夜
ヲ
）
破
門
シ
、
又
〔
ソ
ノ
聖
務
ヲ
U

停
止
シ
テ
イ
ル
。
・
・
・
」

心
ニ
多
ク
ノ
悩
ミ
ヲ
ヒ
メ
テ
、

以
上
を
通
観
し
て
二
、

二
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。

第
一
に
直
接
建
設
資
金
の
調
達
に
か
か
わ
る
事
項
、

即
ら
そ
の
た
め
の
献
金
の
要

請
、
講
の
結
成
そ
の
他
は
、
大
司
教
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
と
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
一
五
う
点
に
つ
い
て
、
両
者
の
主
張
は
一
致
し
て
い

る
。
第
ニ
に
、

大
司
教
側
の
反
諭
は
一
般
論
で
あ
っ
て
、

末
端
で
の

決
し
て

ω丘三
1

岡
山
内
同
巳
関
係
の
諸
教
皇
文
書
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、

諸
活
動
諸
結
果
を
正
当
化
し
て
は
い
な
い
。
第
三
に
こ
う
し
た
裁
判
制
度
上
の
混
乱
の
原
因
が
、
十
三
世
紀
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
制
度
と

日
す
べ
き
で
あ
る
。

。
h
p
z
g
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
え

P
E
X
C
（
O
E
S
－－5
）

（お）

丘
町
民
広
島
芯
と
は
、
《
HNOB白
5
2
n
－gu
v
の

b
h
も
Y
N
E尽
き
向
（
〈

H
P
n
H
2・

ロ
・
圏
）
が

し
て
明
瞭
に
把
握
出
来
な
い
、

な
る
存
在
に
ゐ
っ
た
で
あ
ろ
う
点
に
注

H
F
σ

・口・立件－
M

内〈・

与
え
た
定
義
に
よ
れ
ば
、

「
一
般
ニ
彼
ラ
（
司
教
タ
チ
）

ノ
法
廷
ニ
属
ス
ル
詰
件
ニ
ツ
キ
、

ヨ
ツ
テ
〔
コ
レ
ラ
ヲ
U

裁
キ
、

彼
ラ
（
司
教
タ
チ
）
ノ
代
珂
ヲ
ツ
ト
メ
ル
コ
ト
ニ

（幻）

一
ツ
ニ
シ
テ
同
体
ノ
補
佐
機
官
又
ハ
諮
問
機
官
〔
ヲ
ソ
レ
ゾ
レ
ノ
司
教
タ
チ
ト
形
成
シ
テ
イ
ル
モ
ノ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
初
期
に
は
司
教
の
裁
判
権
そ
の
も
の
の
代
行
者
で
あ
っ
て
、

ぞ
れ
自
体
の
権
問
限
は
な
い
。

HNasm
の
場
合
、
大
司
教
自
身
の
た

め
に
こ
れ
を
組
織
し
た
の
は
、

。gロ
m
E
B司
令
w
h
r
2
H
H
H）
出
ぬ
ロ

o
で
あ
り
、

間
も
な
く
、

同
様
の
も
の
を
月
色
旨
∞
の
大
小
二
悶
R
E岳田口
O
巳

こ
れ
ら
日
岳
山
岳
但
円
。
巳
の
C
同
片
山
口
町
回
目
見
合
特
に
大
日
岳
山
仏
E
n
oロ
5
・
の
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
同
官
0
4
町
ロ
ぽ
の
属
苛

〈お）

教
の
そ
れ
ら
と
同
等
の
地
歩
を
占
め
て
い
た
。
∞
白
日
口
同
l

問
何
回
目
関
係
の
教
皇
文
書
に
一
五
う
「
ア
ル
種
ノ
教
会
高
位
聖
職
者
ト
ソ
ノ
。
岳
ロ

E
g」

と
は
、
明
ら
か
に
何
冊
目
白
田
の
大
司
教
と
二
日
n
E缶
詰
O
巳
及
び
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
。
岳
己
主
白
血
で
あ
っ
た
。
大
司
教
の

g江
田
の
周
辺
の
三

が
併
せ
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

。出向日江田

EA山
田
に
加
え
て
、
そ
の
属
司
教
た
ち
の
そ
れ
ら
が
、

明
確
な
権
限
な
し
に
、
競
合
し
あ
う
時
、

其
処
に
予
想
さ
れ
る
混
乱
は
、
そ
の

責
任
を
大
司
教
側
に
の
み
帰
し
得
ぬ
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
丘
町

E
出
EA山
田
の
権
限
の
調
整
は
、

上
記
《
問
。
B
自
由

onn－g
E
V
で
、
始
め
て
明
文
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
の
み
で
は
当
事
者
を
調
停
し
得
な
か
っ
た
の
で
、
〉
F
E
O
の
司
教

｛

お

）

（

伺

）

F
E∞
を
調
停
者
に
む
か
え
、
そ
の

ω
8
5
E、
と
更
に
そ
れ
に
対
す
る
教
皇
の
確
目
前
ど
を
ま
っ
て
、
漸
く
こ
の
係
争
を
終
結
せ
し
め
た
。

乙
の
聞
の
事
情
は
、
此
処
で
は
高
官
口
出
昨
日
0

と

O
H
g
B
B己巳
g
昨
日
。
の
二
点
の
み
を
と
り
あ
げ
て
、
《
列
。
自
由
ロ
但

凸
ロ
己
四
回
目
白
》
と
、

そ
れ

に
対
す
る
《
ω
S
S
E－
同
》
の
註
解
を
一
瞥
す
る
に
止
め
た
い
。
第
一
の
品
目
出
口
出
－
t
c
に
関
し
て
、
《
剛
山
。
5
8
m
H
m
n己
町
田
宮
》
の

bnbkv』
守

h
l

宮町民。ミ
h

は
か
く
云
う
。

「－－－－
K
F
H
岳
山
岳
同
円
。
口
出
回
ヤ
、

コ
レ
ラ
属
司
教
一
一
下
属
ス
ル
他
ノ
〔
ヨ
り
低
イ
〕
高
位
聖
職
者
ヤ
、
ソ
ノ

c呂
n
E
g
カ
ラ
ハ
、
各
自
ノ

属
司
教
ニ
上
訴
サ
ル
ベ
キ
デ
ア
ツ
テ
、
上
記
ノ
属
司
教
ヲ
ハ
ブ
イ
テ
、
〔
直
接
〕
向
上
（
刃
包
B
∞
ノ
）
法
廷
ニ
上
訴
サ
ル
ベ
キ
デ
ハ
ナ
イ

O

F
但
シ
U

以
上
ニ
ツ
キ
剛
山
氏
自
由
教
会
が

8
5
5
E仏
。
ニ
ヨ
り
、
権
限
ヲ
有
シ
テ
イ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ち
」

こ
の
部
分
に
関
す
る

ω
g芯
E
E
の
註
解
は
、
第
一
に
、
属
司
教
の
裁
判
権
を
第
二
審
裁
判
、

な
す
点
に
特
徴
が
あ
る
。
第
二
に
こ
の
註
解
は
、

。
出
向
山
口
豆
町
田
等
の
そ
れ
を
第
一
審
裁
判
と
み

刃
包
B
回
教
会
法
廷
に
直
接
上
訴
し
得
る
件
と
し
得
な
い
件
と
を
詳
述
し
な
が
ら
、

当
然
問

題
と
な
り
得
る

8
5
5
Z仏
O
の
語
を
避
け
て
、

一
種
の
法
理
論
の
色
彩
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
民
事
に
し
ろ
、
刑
事
に
し
ろ
、

結
審
に
急
を
要
す
る
も
の
は
、
直
接
最
終
審
（
m
g
Rロ片山田－

P
R
E
t
s）
、
即
ち
大
可
教
法
廷
に
上
訴
し
得
な
い
。
し
か
し
民
事
で
も
、
「
近
親

ノ
故
ノ
婚
姻
解
消
」
（
L
O
L佐
官
ロ
m
g含

B
同丹江田
Oロ
芯
官
。
立
町
吋
官
同
B
R
E
E）
と
一
五
っ
た
、
急
を
要
し
な
い
件
や
、
霊
的
な
諸
件
は
、
直
接

「
岡
山
白
山
自
由
ノ
法
廷
ニ
」

（邑

H
m
B
8
2
5
2片
山
田
自
）
上
訴
し
得
る
。
但
し
中
級
審
を
と
び
こ
え
る
際
に
は
、

何
れ
の
場
合
に
も
、

「
係
争
ガ

紛
糾
シ
、
且
偽
証
或
ハ
真
実
ヲ
述
ベ
タ
コ
ト
ニ
ツ
イ
テ
ノ
宣
誓
ガ
ナ
サ
レ
タ
後
」
（
吉
田
二
日
E
B
E
g
s
n目。
5
5
v
2
Y
E
S
S
E
E
r
s－

E
B匂
HMUm－4m
門F
S
H－s
g
門出口
E
E
官
町
田
岳
民
国
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

卑
見
に
よ
れ
ば
、

こ
の
最
後
の
条
件
は
、
宣
誓
の
効
力
そ
の



も
の
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

H
N
a
自
由
側
が
そ
の

上
訴
を
受
け
た
形
式
を
と
っ

し
か
し
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
、

℃

3
4一
宮
町
中
に
、

て
、
裁
判
権
を
侵
透
さ
せ
る
途
は
ふ
さ
が
れ
た
。

H
N
O
B
田
口
白
巾
ロ
ロ
同
町
田
片
山
の
匂
同
ゐ

q・礼町問。。唱えぎ
hNミ
民
（
〈
同
門
同
四
日
間
同
・

そ
し
て
こ
の
制
限
は
、

5
・
F

E－
M
〈
「

n－
Y

2
叩
・
－
・
）
に
お
い
て
、
大
司
教
が
、
そ
の
属
司
教
た
ち
の
司
教
区
内
に
、
管
外

c
E
n
z
g
（。

E
2向日
g
F
E
Eむ

を
設
置
す
る
事
を
禁
止
す
る
規
定
に
よ
っ
て
裏
ず
け
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
、

ω
g
gロ
片
山
由
は
、
民
四
日
自
由
法

廷
の
裁
治
権
〈
官
同
日
注
目
白
色
。

EHFぬ
5
5
3印
山
田
）
を
損
な
う
が
如
き
「
新
タ
ナ
中
級
審
」
（
ロ
0
4
目
白
色
目
白
）
の
設
立
を
禁
止
し
た

Q

次
に
破
門
（
2
8
5
5出口町阻止。）、

問
。
日
同
ロ
回
目
円
。
】
巾
田
町

は
二
ケ

聖
務
惇
止
（
回
出
国
宮
口
曲
目
。
）
、

聖
務
禁
止
（

E
R
P
E）
に
つ
い
て
、

所
で
ふ
れ
て
い
る
。
第
一
は

b
m
b
q
r＆
号
、
言
寄
託
の
末
尾
で
、
次
の
如
く
云
う
。

「
何
冊
目
白
聞
大
司
教
ノ
。

B
n
E
g
ハ、

乃
至
ハ
コ
レ
ヲ
コ
エ
テ
、

ソ
ノ
属
司
教
一
一
対
シ
テ
、
聖
務

ソ
ノ
匂

5
1
5
U
内
デ
ア
ロ
ウ
ト
、

禁
止
、
聖
務
停
止
、
将
又
破
門
ノ
宣
告
ヲ
下
ソ
ウ
ト
試
ミ
ル
ベ
キ
デ
ハ
ナ
イ
。
文
コ
ノ
コ
ト
ハ
、

属
司
教
ニ
対
シ
テ
モ
同
様
一
一
－
遵
守
サ
ル
ベ
ク
命
。
ス
匂
」

他
ノ
首
都
大
司
教
ノ
え

F
E
g
ガ
ソ
ノ

夏
に

N
V悶
旬

S
H
S
H
m
S
2
8
S
S
N
hミ
haHmも
お
な

（
〈
同
仏
O
R
a－
ロ
ゲ
・
〈
・
吾
・
凶
F

P
〈
・
）
は
次
の
如
く
云
う
。

「白

Hnze目
。
。
邑
ノ
丘
町
山
口

E
g
ャ
、
或
ハ
ソ
ノ
他
何
人
デ
ア
ロ
ウ
ト
モ
、

FUF自
由
教
会
ニ
属
シ
テ
、
属
一
司
教
ノ
裁
治
権
ヲ
モ
ツ
モ
ノ
ニ

ヨ
チ
テ
下
サ
レ
タ
聖
務
禁
止
、
聖
務
停
止
、
或
ハ
破
門
ノ
宣
告
ハ
、
当
該
破
門
宣
合
者
ヲ
ノ
ゾ
イ
テ
、

ガ
解
除
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ

Q

但
シ
コ
ノ
コ
ト
ニ
ツ
キ

8
5
5
Z
Z含
ガ
モ
シ
ア
リ
ト
セ
パ
、

コ
レ

反：，：，

~ f 
受大
号車
i徐で

竺う
ノ

: 48 8., 
」〉 ロヲ

ロ
巴4

&1l 

後
者
の
み
に
つ
い
て

ω
g
R丘
町
は
次
の
如
主
註
解
を
付
し
て
い
る
。

「
・
・
・
・
ハ
次
ノ
如
ク
U

述
べ
且
命
ズ
ル
。
同
上
ノ
宣
告
ハ
、

円再
V

審
サ
レ
タ
上
デ
、

レ
パ
、
解
除
シ
、
或
ハ
解
除
サ
ル
ベ
ク
要
求
サ
レ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
一
つ
」

ソ
ノ
件
ヲ
担
当
ス
ベ
キ
裁
判
権
ニ
ヨ
ツ
テ
デ
ナ
ケ

こ
う
し
て
、

H
N
巳
自
由
犬
司
教
に
と
っ
て
、
そ
の
破
門
宣
告
権
及
び
解
除
権
は
、
大
司
教
の
司
教
区
に
し
か
及
ば
な
く
な
り
、
叉
そ
の
大
小

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
十
日
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

四

担吋口
r
E
U
g巳
の
そ
れ
ら
と
も
抵
触
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

先
に
の
べ
た
如
く
、

こ
れ
ら
一
連
の
問
題
は
、
大
司
教
周
辺
の
裁
判
権
濫
用
を
め
ぐ
っ
て
起
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
濫
用
は
、
管
轄
の
侵
犯
に

一
原
因
が
あ
っ
た
事
は
回
明
ら
か
で
あ
り
、
上
述
の
諸
決
定
は
一
応
そ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

但
し
大
司
教
の

。同町一口町田】何回

と
大

a
n
r広山田口
O
巳
の
そ
れ
と
の
調
整
は
未
だ
充
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
次
の
間
題
は
破
門
宣
告
の
濫
発
と
、
そ
の
解
除
を
口
実
と
す
る
金
銭

略
取
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦

こ
う
し
た
一
連
の
現
象
は
、
勿
論
教
会
裁
判
権
整
備
過

一
応
上
記
決
定
に
よ
っ
て
途
ぞ
閉
ぎ
さ
れ
た
。

程
の

i
iそ
し
て
殆
ん
ど
奇
蹟
的
に
俗
権
裁
判
権
の
介
入
が
見
ら
れ
な
い

1
1
例
と
も
日
比
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
刃
包
B
印
を
選
ん
で

こ
れ
ら
の
醜
聞
が
生
じ
た
こ
と
は
、

カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

同
じ
く

同
州

0
5
8戸

乙
の
山
川
は
、

mn口－

g
E
の

b
m
思
唱
え
た
ミ
$
ミ
之
さ
な
乱
暴

S
S
（J
己
仏
2
H
2・
巨
〕
・
〈
・
岳
－

M
－
n
－H
・
）
が
立
証
す
る
。

ハ
ヲ
シ
テ
U

、
向
上
教
会
ノ
属
可
教
ノ
教
区
民
ヲ
、
河
2
5田
教
会
建
設
ノ
タ
メ
ノ
募

「

m
a
g田
ノ
大
司
教
ャ
、
或
ハ
ソ
ノ

O
注目口町田円四回

金
者
タ
チ
ガ
、
彼
ラ
（
教
区
民
）
が
募
金
者
タ
チ
ニ
抵
抗
ス
ル
ト
ヵ
、
従
ウ
コ
ト

シ
ナ
イ
ト
カ
云
イ
タ
テ
テ
、
教
区
民
ヲ
コ
ノ
コ
ト
ノ

故
ニ
彼
ラ
（
大
司
教
或
ハ
。

H
P
E
E）
ノ
前
ニ
出
頭
ス
ベ
ク
召
喚
セ
シ
メ
ル
権
限
ハ
、

彼
ラ
（
募
金
者
）

一
絶
対
ニ
賦
与
サ
レ
テ
ハ
イ
ナ

ィ
。
同
上
建
設
ノ
タ
メ
ノ
献
金
ノ
受
領
ヤ
補
助
ニ
関
シ
テ
ハ
、

コ
レ
ラ
属
司
教
ヤ

HN白
山
田
∞
メ

H
J
o
i
E
E
ノ
他
ノ
キ
リ
ス
ト
教
信
者
タ
チ

ノ、ヲ
ナ、
ラ愛
ナ（

イ＂° £ 
o,::; ::!. 

」 g

ニ
ヨ
ツ
テ
コ
ソ
説
得
シ
得
ル
。
山
口
円
山
己
唱
耳
目
曲
目
ヲ
賦
与
ス
ル
際
ニ
モ
、

m
g
g回
大
司
教
ハ
総
公
会
議
ノ
決
定
ヲ
越
エ
テ

か
く
て
、
裁
判
管
轄
侵
犯
、
破
門
監
発
、
山
口
仏
己

mg片
山
田
は
、
少
く
と
も

ど
。
ロ
総
公
会
議
の
当
事
者
た
ち
に
は
、
す
べ
て
募
金
の
手
段
に

結
び
つ
く
も
の
と
し
て
、
同
一
次
元
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る

F
E
－mg昨
日
間
は
十
字
軍
の
時
期
に
そ
の
従
軍
者
に
適
用
さ
れ
、
十
二
・
十
三
世
紀
を
通
じ
て
、
次
第
に
そ
の
教
義
、
慣
行
ぞ
完

成
し
て
い
つ
同
全
罵
宥
（
百
含
紅
白
三
宮
辛
口
回
目
）
は
此
処
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
分
一
瞬
宥

C
E
C
－mg片
山
由
。
宮

HHEg）
に
つ
い
て
、



教
会
堂
建
設
に
関
係
の
め
る
規
定
は
、
り
m
n
B
E
E自
の
お
m。
叫
に
同
凶
に
お
さ
め
ら
れ
た

k
r
F阿巳ロ仏
2
H
H
H

（ご小
H
I
－
－
一
司
）
の

σ己
宮
に
見

出
さ
れ
る
。

「
汝
（

K
F
R
E
3
Z
o吉
田
（
U
S
E
R
5
5
3
ガ
意
見
ヲ
徴
、
ν
来
り
シ
件
、

（

a）
 

セ
ル
モ
ノ
ニ
ナ
サ
レ
タ
ル

E
B
U
m－。ロ四回ハ、

ハ
即
チ
U

教
会
ノ
献
堂
ハ
ノ
際
U

一
、
或
ハ
橋
ノ
建
設
ニ
合
力

同町富山凹回目。ロ
2
ヲ
与
エ
ル
モ
ノ

（同開
B
E
o
z
g）

一
属
ス
ル
モ
ノ

（
教
匹
民
）
以
外
ニ
モ
適

用
シ
得
ル
ハ
ヤ
末
日
U

ヤ
ノ
作
ニ
ツ
キ
、
汝
ガ
以
下
ノ
コ
ト
ヲ
朕
ニ
守
ル
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
、
即
チ
、
当
ノ
裁
判
官
ニ
ヨ
り
結
パ
レ
或
ハ
解
除
セ

ラ
レ
シ
コ
ト
ノ
ホ
カ
ハ
一
切
無
効
ナ
ル
ニ
ヨ
り
、

上
記

2
5富山。口町田

各
自
ノ
裁
判
官
（
判
決
者
）
ガ
特
ニ

ソ
レ
ラ
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
ノ
ミ
〕
適
用
ス
ル
コ
ト
。
」

ヲ
適
用
ス
ル
ハ
際
U

ニ
ハ
、

赦
シ
ヲ
与
エ
タ
（
宮
内

z
r
R
Z口付）
モ
ノ
〔
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
U

ヲ
判
断
シ
、

此
処
で
は
第
一
に
、
「
教
会
献
堂
ノ
際
」

下
し
た
権
威
と
同
一
の
権
威
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
得
る
と
云
う
、
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

の
お
BFm回目。ロ
g
が
認
め
ら
れ
て
い
た
事
、
し
か
し
乍
ら
、
第
二
に
そ
の
適
用
は
、
罪
の
宣
告
を

「
教
会
献
堂
」
と
は
、

そ
の
意
味
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
際
に
建
設
に
関
す
る
功
労
者
へ
の
何
等
か
の
反
対
給
付
が
そ
の
場
で
行
わ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
当
事
者
に
相
当

自
由
な
拡
張
解
釈
が
可
能
に
な
る

Q

そ
し
て
第
二
点
は
、

B
B宮山
c
p
m
国
交
は
伊
豆
己

m
g
Eぬ
が
募
金
者
陀
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か

ら
生
ず
る
濫
用
に
対
す
る
予
防
策
で
あ
る
。

先
に
か
か
げ
た
！
｜
そ
し
で
恐
ら
く
は
列
。

g
g
m
2
0－g仲
間
が
、
「
総
公
会
議
ノ
決
定
」
と
呼
ん
で
典
拠
に
し
た
1
1
ご
二
五
年
戸
呉
伯
i

自
ロ
公
会
議
の
決
定
は
次
の
如
く
云
う
。

「
・
・
・
・
更
ニ
、
献
金
ヲ
ツ
ノ
ル
ベ
ク
派
遣
サ
レ
タ
モ
ノ
ハ
、
質
素
デ
且
慎
シ
ミ
深
ク
ア
ル
ペ
ク
、
幕
舎
ヤ
ソ
ノ
他
適
ヲ
シ
カ
ラ
ヌ
場
所
一
一

泊
ラ
ズ
、
叉
無
用
ノ
或
ハ
過
度
ノ
費
エ
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
コ
ト
。

〔
叉
〕
ス
ベ
テ
ニ
ツ
キ
信
仰
ヲ
過
マ
ル
〔
ガ
ゴ
ト
キ
〕
態
度
〔
ヲ
モ
ツ
テ
〕
振

舞
ワ
ヌ
ヨ
ゥ
、
注
意
ス
ベ
シ
。

コ
レ
ニ
加
エ
テ
、
教
会
高
位
聖
職
者
ノ
ア
ル
モ
ノ
ガ
ナ
ス
ニ
臨
時
賠
シ
ナ
イ
、
百
円
日
己
∞
m口
氏
自
ノ
不
謹
慎
〔
ナ
U

、
過
度
〔
ノ
濫
用
U

ノ
故

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
士
口
県
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

五



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
〉

一
六

ニ
、
教
会
ノ
鍵
〔
ノ
権
V

ハ
オ
カ
サ
レ
、
損
罪
ノ
痛
悔
ハ
弱
メ
ラ
レ
テ
イ
ル
。

ハ
ヨ
ツ
テ
U

我
々
ハ
ハ
次
ノ
ヨ
ウ
ニ
〕
命
ズ
ル
。
即
チ
教
会

堂
（
吉
田
F
E
n
s
ガ
献
ゲ
ラ
レ
ル
際
ニ
ハ
、

ソ
レ
ガ
戚
ハ
唯
一
ノ
門
司
教
ニ
ヨ
ツ
テ
献
ゲ
ラ
レ
ヨ
ウ
ト
〕
、

或
ハ
数
人
ノ
司
教
一
一
ヨ
ツ
テ
献

E
E
－mS江
戸
ハ
一
年
ヲ
越
エ
ザ
ル
コ
ト
。
吏
ニ
叉
献
堂
－
記
念
日
ニ
際
シ
テ
ハ
、
許
サ
レ
ル

B
S
5
5

〈日
v

ル
痛
悔
ノ
四
十
日
分
ヲ
越
サ
ザ
ル
コ
ト
。
・
・
・
・
」

ハ
、
課
サ
レ
タ

ゲ
ラ
レ
ヨ
ウ
ト
、

我
々
は
此
処
で
こ
う
し
た
一
般
的
な
禁
止
或
は
制
限
規
定
の
背
後
に
あ
る
現
象
を
復
原
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ら
「
教
会
又
ハ
聖
処
ノ
タ

メ
ノ
募
金
者
」
が
実
は
「
傭
ワ
レ
タ
勧
説
者
」
（
官
包
店
主
2
2
5
2
n
g
Rと
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
彼
ら
が
、
無
許
可
で
、
或
は
裁
治
権
の

管
轄
を
越
え
て
、
「
説
教
ヲ
シ
タ
リ
、

こ
れ
ら
の

？
＝
一
二
年
に

ω回目己
i
ρ
g
E
S
で
行
わ
れ
た
列
冊
目
白
田
教
会
の
日
U
5
1青
山
田
の
公
会
議
決
定
に
お
け
る
禁
止
の
対
象
で
あ
る
こ
と

（
削
叶
〉

に
注
目
を
要
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
現
象
は
、
総
公
会
議
の
決
定
で
ま
ず
禁
止
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
し
て
も
、

告
解
ヲ
間
イ
タ
り
、

痛
悔
ヲ
課
シ
タ
り
、

ハ
ソ
ノ
他
U

同
種
ノ
コ
ト
ヲ
ナ
シ
タ
り
」
し
た
。

記
述
は
、

一
大
司
教
区
の
み
に
留
ま
る

現
象
だ
っ
た
答
は
な
い
。
事
実
一
二
四
六
年
切
合
同
町
可
の
公
会
誌
の
決
定
も
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

「
・
・
・
・
報
酬
目
ア
テ
ノ
、
叉
請
負
イ
ノ
募
金
者
タ
チ
ガ
、
或
ハ
彼
ラ
自
身
ノ
悪
イ
生
活
ヤ
、
或
ハ
僅
少
ノ
金
銭
ニ
ヨ
ツ
テ
、
地
獄
デ
却
罰

サ
レ
テ
イ
ル
モ
ノ
ノ
解
放
ヲ
約
束
シ
タ
り
ス
ル
、
誤
り
ニ
満
テ
タ
説
教
ニ
ヨ
ツ
テ
、
多
ク
ノ
醜
聞
ヲ
惹
キ
起
、
ν
テ
イ
ル
コ
ト
ハ
タ
シ
カ
デ
ア

－

（

弱

）

ル
カ
ラ
。
」

室
田
の
携
行
を
義
務
、
ず
け
、

ζ
う
し
た
末
端
に
お
け
る
程
用
行
為
そ
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
は
、
か
か
る
募
金
者
た
ち
に
、
教
皇
或
は
教
民
司
教
の
書
簡
又
は
文

（
日
出
）

そ
し
て
そ
れ
ら
の
文
面
に
彼
ら
に
許
さ
れ
た
行
動
や
説
教
内
容
を
明
記
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
は
い
た
。

A
ア

』

事

？

』

み
i
φ
i

し、

ζ
れ
ら
の
行
為
が
、
裁
判
権
、
破
門
権
、
購
宥
授
与
権
を
も
っ
と
同
時
に
、

こ
れ
ら
募
金
者
に
そ
の
許
可
を
与
え
る
権
威
そ
れ
白
身
に
よ

っ
て
、
暗
黙
裡
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
事
態
は
全
く
別
に
な
る
。

我
々
は
河
冊
目
白
聞
の
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
資
金
の
出
所
に
つ
い
て
、
同
四
回
目
印
を
め
ぐ
る
ト
一
述
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
で



は
な
い
か
、
そ
の
場
合
に
怨
瑳
の
的
と
な
っ
た
え
出
口
仲
間

E
含
当
局
者
、
即
ち
大
司
教
と
、
大
小
母
島
正
日
間
8
巳
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
事
ぞ

意
識
的
に
奨
励
又
は
黙
認
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
云
つ
疑
い
を
も
っ
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
件
が
落
着
し
て
、
こ
う
し
た
手
令
ほ
ほ
封
じ

岡
山
氏
自
由
教
会
が
、
「
耐
エ
ガ
タ
イ
負
債
ヲ
背
負
ツ
テ
」
い
る
事

ら
れ
た
一
二
四
八
年
か
ら
三
年
後
の
一
二
五
一
年
三
月
六
日
の
教
皇
書
簡
は
、

を
報
ヒ
、
そ
の
属
司
教
に
ち
に
則
政
的
援
助
を
呼
じ
か
け
て
い
匂

γり
で
あ
る
。

同
州
白
山

B
∞
の
財
政
状
態
が
、

単
に
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
の
た
め
ば
か

こ
う
し
た
非
常
手
段
に
う
っ
た
え
ね
ば
な
ら
ぬ
程
に
悪
化
し
た
原
因
は
、

り
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
円
。
ロ
山
田
〈
H
H
F
F
2
2
H凶
再
王
の
戴
冠
式
に
際
し
て
の
出
費
は
、
後
述
す
る
と
と
く
そ
れ
ぞ
れ

A
b
o
c
h－
以

上
で
あ
り
、

と
の
額
を
、
数
年
の
同
隔
で
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
は
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
で
ゐ
ろ
う
。
又
一
二
三

0
年
代
の
大
部
分

を
、
月
四
日
自
由
市
民
と
の
係
争
関
係
に
す
ご
し
た
（
後
述
第
五
章
）
こ
の
教
会
は
、

カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
の
た
め
に
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
裁
判
、
破
門
、
晴
朗
宥
の
濫
発
で
流
入
し
た
金
銭

わ｝岡山同可

g
に
お
け
る
が
如
き
多
く
の
援
助
を
、
市
民
か
ら

は
、
そ
の
相
当
部
分
が
建
設
資
金
に
ま
わ
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

資
金
源
が
ほ
ぼ
以
上
の
推
定
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
何
処
を
通
っ
て
建
設
説
場
へ
投
入
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
若

（
国
凋
）

の
責
任
で
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
最
も
蓋
然
性
の
あ
る
収
納
支
出
の
窓
口
は

p
g
g
E岡山
g
で
あ
忍
。
し
か
し

し
こ
れ
が

2
1
z
r
s

問。－
B
回
の
場
合
に
、
と
の

pomgg江
口
出
は
、

一
一
二
百
年
九
月
以
後
は
、

少
な
く
と
も
こ
心
職
責
を
果
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

同
年
同
月

の
協
定
書
（
S
H
S
8
5－u
g
E
o巳
凹
）
は
次
の
如
く
云
う
。

教
会
内
デ
ナ
サ
レ
ル
ス
ベ
テ
ノ
奉
献
ト
献
金
ト
ヲ
、

自
由
且
完
全
ニ
受
取
ル
コ
ト
。
又
当
該
教
会
ニ
モ
タ
ラ
サ
レ
ル
ベ
キ

gzι
円
ャ
、
或
ハ
小
教
広
司
祭
ガ
、
蝋
燭
ノ
タ
メ
ニ
納
メ
、
モ
タ

（

b
v
 

ラ
ス
ベ
キ
仏
自
民
宮
田
ヤ

o
－σO
H
E
ヲ
モ
ハ
自
由
且
完
全
－
一
受
取
ル
コ
ト
U

o

シ
カ
シ
テ
コ
ノ
故
－
一
、
他
〔
デ
ハ
ソ
レ
ゾ
レ
U

ノ
チ

2
2
2
i

「－－－－

maB回
教
会
ハ
、

円
ソ
レ
ラ
ガ
教
会
内
U

ノ
何
処
デ
献
ゲ
ラ
レ
ヨ
ウ
ト
モ

同
町
、
ガ
行
ツ
テ
イ
ル
ガ
如
キ
、

照
明
ノ
タ
メ
ノ
ス
ベ
テ
ノ
必
要
出
資
ハ
、

当
該
教
会
ガ
行
ナ
ウ
。
又
教
会
ノ
装
飾
ヤ
修
復
ノ
タ
メ
ノ
〔
必
要

一
七

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）



ブ
テ
ィ
ッ
ク
肯
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
内
背
景
（
森
）

入

出
費
〕
モ
、
当
該
教
会
一
一
ヨ
ツ
テ
支
出
サ
レ
ネ
パ
ナ
ラ
ナ
イ
。
又
ソ
ノ
他
ハ
他
教
会
デ
ハ
〕

（

C
）

（

国

）

レ
）
、
或
ハ
入
金
サ
ル
ベ
キ
ハ
費

H
一
一
ツ
イ
テ
モ
同
様
デ
ア
ル
U
υ

但、
ν
・・・・。」

E
Z
Z
S
R白
山
ノ
手
デ
与
エ
ラ
レ
（
支
出
サ

こ
こ
で
云
う
「
阿
川
忠
自
由
ノ
教
会
」
と
は
、
お
そ
ら
く
は

EHV山吉－
gH凶
を
指
レ
て
い
る
の
で
ほ
な
く
、
大
司
教
の
人
格
に
よ
っ
て
代
表
台
れ
る

「
教
会
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
大
司
教
及
び

a
n
E缶
詰
O
E
の
丘
町
山
口

E
x
p
に
よ
る
裁
判
関
係
収
入
は
、
如
何

に
扱
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
ろ
か
。
河
。

5
8田
町
円
己

g
E
に
も
・
、
一
二
四
八
年
の
裁
定
窒
い
に
も
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、

m
i自
由
の

c
R口
区

相
互
間
の
管
轄
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
一
一
一
口
の
言
及
も
な
い
。

そ
れ
ら
の
聞
に
競
合
関
係
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
問
題
の
解

一
二
五
四
年
そ
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
年
一
月
十
六
日
は
教
皇
の
わ

C
E巴
Z
H
5ロ
g
は
、
始
め
て
剛
山
氏

EE
の
多
元
的
な
裁
判

（

ω〉

権
ぞ
整
序
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
椋
そ
の
も
の
に
関
す
る
諸
項
は
後
日
に
ゆ
ノ
ず
ろ
と
し
て
、
此
処
で
は
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
に

結
は
、

留
め
る
。
即
ち
第
一
に
、
大
司
教
と
由
同
nr丘町戸
g巳
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
え
同
区
色
町
田
は
、
「
全
員
ガ
ソ
レ
ゾ
レ
各
自
ノ
意
志
一
一
基
ズ
ク
判
断
ニ

カ
ラ
デ
モ
又
問
。
－
B
∞
ノ
民
岳
山
岳

2
0ロ
ロ
国
管
区
カ
ラ
デ
ア
ロ
ウ
ト
ハ
欲
ス
ル
人
物
ヲ
U

、

門
下
級
〕
裁
判
官
ニ
選
ブ
権
限
ヲ
有
シ
テ
イ
ル
コ
ド
）
」
で
あ
る
。
第
二
に
「

R
n
r
5
2
3
5
ハ

O
R
5
5
一
一
ツ
キ
、
或
ハ
ソ
レ
ラ
ノ
法
廷
ノ
円
罰
金
〕
評
価
問
（

S
2
2）
デ
ア
レ
、
罰
金
収
納
骨
口
（

5
8
5
3
2
2
5）
デ
ア
レ
、

ヨ
ツ
テ
、
聖
職
者
、
俗
人
ヲ
問
ワ
ズ
、

円
H
4
H
A
H

凶∞

ス
ベ
テ
ノ
且
ソ
レ
ゾ
レ
ノ
件
ニ
ツ
イ
テ
、

大
司
教
ニ
属
ス
ル
聖
職
者
タ
チ
ノ
前
デ
、
罰
金
ニ
ツ
イ
テ
モ
、

ソ
ノ
他
ニ
ツ
イ
テ
モ
、

向
上
大
司
教
ノ
全
権
利
ヲ
、

益
三
日
山
ヲ
モ
ツ
テ
（
ゲ
C
ロmw

FHO）
尊
重
シ
且
守
ル
コ
ト
ヲ
誓
イ
、

・
・
交
同
様
ニ
、
大
司
教
ハ
ソ
ノ
丘
町
広
即
日

g
ニ
ツ
キ
、

ソ
ノ
法
話
ノ
罰
金
評
価
官
デ
ア
レ
副
金
収
納

官
究
ア
レ
、
同
上
回

H
n
E
E
S
E
g
ノ
諸
権
利
ト
諸
収
入
ヲ
保
全
ス
ル
コ
ト
ヲ
阿
ジ
ク
誓
ウ
ヨ
ウ
ニ
約
束
ス
ル
ー
一

ζ
と
を
規
定
し
て
い
る
点

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
刃
包
話
回
の
一
一
一
丘
町
広
山
富
な
が
、
裁
判
権
上
も
、
財
政
権
上
も
、

そ
の
末
端
に
い
た
る
ま
で
、
単
一
系
列
上
に
そ
れ
ぞ
れ

独
立
す
る
よ
う
に
配
ー
ほ
さ
れ
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
教
皇
文
占
は
、

一
二
五

O
年
に
教
山
一
エ

Z
5
2
E
E
m
H〈
が
、
そ

ω甥

（
同
凶
〉

を
、
大
司
教
を
し
て
、
月
四
日
日
田
の
大
胆
吋
岳
民
日
目

gロ
5
の
地
位
に
つ
け
さ
せ
て
い
る
所
か
ら
、
そ
の
甥
の
利
害
を
ま
も
る
た
め
に
発
行
さ
れ
た
も

C20σ

。コ。



の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
仲
間
M
E
2
や

Hmnm宮
2
2
M
g
E
E
B
と
去
っ
た
職
は
恐
ら
く
は
相
雪
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
告
え
F
M
E－－広切に

附
随
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、

問
。
宮
田
口
出
向
nn－2
5
が
弾
該
ぞ
加
え
た
種
類
の
収
入
は
、

末
端
か
ら
、

そ
れ

ぞ
れ
の
え
ロ
己
主
山
砕
か
を
経
で
、
直
ち
に
大
司
教
と
大
小
出
店
主
任
P
8
2
の
手
に
入
つ
に
筈
で
め
る
し
、

そ
れ
が
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
資
金
に
流

れ
る
場
合
に
は
、
犬
司
教
や
大
小
島
n
r
E
3
8巳
の
手
か
ら
、

改
め
て
献
金
の
形
を
と
っ
て
投
入
さ
れ
た
も
の
と
想
像
す
る
他
ば
な
い
。

我
々
は
先
に
、
十
一
一
一
世
紀
末
の
〉
巳
E

H

修
復
工
事
に
つ
い
て
、

g

－zzB
か
台
そ
の
会
計
一
切
ら
』
請
負
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
］
νHoi－

間

O
H

の
存
在
を
確
か
め
得
た
。
事
実
「
修
復
士
事
」
に
関
す
る
限
り
、
一
般
化
は

g
y
g
E
B、
特
に
子
四
回
国
民
同
片
山
口
印
の
権
限
で
行
わ
れ
た
ち
し

い
事
号
、
前
掲
二
二
五
年
の

H
N
a
H
H
Z
の

p
m
m
g
g
H
F
E
に
関
す
る
協
定
書
が
暗
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
さ
え
も
、
仰
向
日
H
H

岡
田
の
場
合
に

は

E－v
日g
u
g
の
手
を
離
れ
て
い
た
。
教
会
堂
新
規
建
設
工
事
に
関
し
て
、
そ
の
権
限
の
所
在
は
、
ど
の
史
料
も
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。

た
し
か
に
、
新
カ
テ
ド
ラ
ル
は
、
献
堂
式
と
同
時
に

2
1
g
E
E
に
引
わ
た
さ
れ
て
い
る
が
（
第
一
章
て
こ
の
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
考
察

に
て
、
り
し
て
み
れ
ば
、
維
持
の
責
任
の
引
わ
た
し
と
考
え
る
べ
き
で
、

s－E
Z
S
そ
の
も
の
が
、
建
設
の
全
責
任
を
負
つ

τい
た
事
を
意
味

し
て
は
い
な
い
。

建
設
工
事
の
最
終
責
任
は
、

H
N
巳
B
E
の
場
合
に
は
少
な
く
と
も
、

こ
う
し
て
「
月
2
2田
教
会
」
に
み
ち
、

と
の
教
会
は
云
う
ま
で
も
な
く

大
司
教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

こ
れ
を
他
の
司
教
や
カ
テ
ド
ラ
ル
に
一
般
化
す
る
古
す
に
は
、
慎
重
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
半
聞
こ
の
一
何

ば
な
ら
な
い
。
即
ち
カ
テ
ド
ラ
ル
は
「
神
の
察
」

が
あ
る
こ
と
は
、
円
目
立
E
Z自
に
全
責
任
号
帰
す
る
事
を
も
同
時
に
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。

（（
Umg
ロ
巳
）
で
あ
り
、
ぞ
れ
自
体
は
原
則
的
に
永
久
住
を
も
つ
べ
き
・
も
の
で
ゐ
る
。
た
ま

更
に
次
の
如
き
推
定
も
あ
わ
せ
て
結
論
に
向
わ
ね

た
ま
火
災
等
に
よ
っ
て
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
再
建
、
或
は
そ
の
様
式
の
決
定
は
、
誰
に
よ
っ
て
決
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

大
司
教
・
司
教
を
お
い
て
他
に
な
い
。

文
そ
の
士
事
が
終
了
す
れ
ば
、

永
久
に
そ
の
姿
で
あ
る
べ
き
カ
テ
ド
ラ
ル
の
1

1修
復
は
と
も
か
く

1
1建
設
工
事
の
た
め
に
、
教
会
は
新
た
に
菅
一
任
者
巻
設
置
す
べ
き
で
め
ろ
う
か
。
当
然
「
神
ノ
恩
寵
ニ
ヨ
ツ
デ
」
そ
の
職
に
あ
る
大
司
教
、

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

九



ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
宗
（
森
）

司
教
こ
そ
、

そ
の
栄
を
に
な
う
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
O

の
と
考
え
る
υ

そ
し
て
こ
の
事
は
、

以
上
の
如
く
し
て
我
々
は
、
建
設
工
事
の
進
行
も
、
又
そ
れ
に
先
立
つ
新
様
式
の
決
定
も
、
大
司
教
、
司
教
の
宣
任
に
お
い
で
果
さ
れ
た
も

そ
の
焦
点
を
こ
れ
ら
大
司

我
々
が
次
掌
に
お
い
て
王
権
と
の
結
び
つ
き
を
考
察
せ
ん
と
す
る
場
合
に
、

教
、
司
教
に
合
わ
せ
る
事
を
許
，
す
も
の
で
あ
る
。

註

川w
ρ
ロ山口
r
o
s
y
H
U
〔目白ロ
ω
』
hbpshnhR出
、
与
さ
』
『
室
長
札
h
h
H
R可同
E

ミ
hu

N
4
C
F
W
阿川田口
mu
］F∞∞
AF
円
一
応
噴
出
H
O山HHM旬。
f
h
n
M
守ミト悼返還‘
hw
日以・

8
・

m
こ
の
項
目
は
、
工
事
会
計
が
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
寄
附
（
r
b口氏凶口
2
）

を
含
む
。
例
え
ば
遺
贈
（
｝
巾
聞
と
で
あ
る
が
、
（

UFEu－
の
一
婦
人
か
ら
の

一
一
例
を
除
げ
ば
、
何
れ
も
〉
ロ
2
ロ
司
教
区
の
住
民
か
ら
で
あ
り
、
更
に

そ
の
う
ち
一
例
（
玄
国
間
即
日
仲
良
国
ロ
g
r
m江戸』
ω
号
」
同
町
翌
日
片
岡
田
》
を
除
け
ば
、

何
れ
も
農
民
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他

n
E
H
2
2
の
賃
貸
料
の
献
金
が

三
例
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
印
由
・
？
凶
・
二
仏
国
－

L
N
P
N
L

と
何
れ
も

少
傾
で
あ
る

Q

（白日目
v
m
Y
E
町・同九
F

）

ω
〉
E
Eロ
の
主
任
司
祭
（

BHb）
の
家
、
そ
の
他
個
人
宅
、
或
は
教
区

教
会
に
、
八
ケ
所
も
う
け
ん
一
れ
た
募
令
一
符
ハ
可
D
E
C
の
収
入
で
あ
る
。

（の円
B
旬。
r
N
5
n－町弘同・〉

川w
ρ
E－nF岡
山
仲
が
列
挙
し
た
一
一
一
十
四
曲
枚
目
の
合
計
。
細
目
は
行
論
土
不
要

で
あ
る
か
ら
略
す
。
（
門
戸
の
H
B閉
め
ア
冬
・
町
九
H
J
M
M均一・
8

E
・）

川
川
口
広
の
百
旬
。
「
也
、
．

R
H
J
H〕－
g
－

川
刷
《
巴
ゲ
む
円
巾
》
（
ctDHC団
）
は
本
来
計
量
叉
は
貨
幣
の
小
単
位
で
あ
る
。

ロロ

n
g
m
p
Z日2
E
3
2
、
と
も
に
こ
れ
以
上
の
追
究
を
行
っ
て
い
な

い
が
、
た
ま
た
ま
二
二
主
年
の
同
己
目
前
大
司
教
〉
P
R
w
g
m
w
一

文
書
ハ
〈
R

F

h
『
S
－

aミ－
wHiNu
ロ
OHKM内
口
戸
市
－

AH∞
叶
・
）
に
は

次
の
如
き
J

一
日
及
が
見
ら
れ
る
。

「
・
：
蝋
燭
〔
代
〕
（
nm同
白
）
ノ
タ
メ
ニ
、
小
教
区
ノ
司
祭
タ
チ
が
門
大
司

教
座
教
会
ニ
〕
納
メ
且
モ
h

？
ラ
サ
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ
伊
ロ
由
民
5
モ
与
。
－
5

モ
・
：
」
（
：
－

a
s
g
庁
自
己
O
回
全

g
H
S
D言
官
。
回
］
詰
ま

EF

官同
Cロ
y
z
g
g戸市三

B

E。
時
巾
冊
仲
田
片
品
。
コ
叩
唱
。
口
巾
H
E
－－－－）

以
上
に
よ
っ
て
、
こ
の

or－
－
巾
と
は
、
悩
糊
妨
代
の
名
目
で
、
教
区
の

！
！
恐
ら
く
は
’
1
i全
収
入
に
微
細
な
比
率
で
か
か
っ
て
く
る
、
一
種

の
冥
加
金
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ω
山
《
司
円
0
4
E
O
R
V
6
8
1
5吋
）
な
る
名
称
は
、
中
世
に
お
い
て
、
極

め
て
多
方
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（
え
・
ロ
ロ
の
国
ロ
悶

p
g
q
a
aー

ミ
違
タ

40
《
huh出
。
て
hhku河川
W

白神口－

w
F
〈
H
U
3
E
4
1
E∞山一
z
a
l

g
a
2
』
宣
言
』
n
b
m
E
宣
伝
む
詩
室
温
昌
E
M
W
t

《』
U
見
。
ミ
i

匂

AU同》－

H民田町・

g
u
M
M・
∞
－
・
〉
ロ
ロ
の
言
、
間
帽
に
も

Z
片
ロ
ロ
ouBH
に

も
、
こ
れ
を
も
っ
て

g同）
F
E
E
S
の
構
成
員
で
あ
る
と
す
る
用
例
は

見
出
せ
な
い
。
む
し
ろ
ロ
ロ
（
リ
自
開
m
A吋

3bH読む『
hM
骨
三
阻
ま
遣
さ
》

の
項
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
教
会
ノ
財
産
ヤ
所
有
ヲ
管
理
シ
タ
俗
人
」

（
ロ
ロ
ロ
ロ
也
邑
ド
a
n－－

A
E
8
2
2
r
c
E
2
匂

cggmMCロ町田由品目町民団丹
l



同曲
σ
B
C

と
の
定
請
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
も

HNGげ
自
己
が

g
立
g
z
g
の
一
員
で
あ
れ
ば
、
そ
の
肩
書
は
当
然
ロ
－
R
n
で
は
な
く
、

各
自
。
一
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
彼
は
、

kr己
ロ
ロ
の

ロ
宮
司
号
。
か
ら
士
事
会
計
事
務
を
請
負
っ
て
い
た
俗
人
口
日
開
円
円
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

仰
向
山
即
日
g
P
0
5
5
P
M
2
b
h
c
q司

、
同
凡

h
c
b
H念
毎
RNHUH
－b向。也、
AW15EH1

。
5
H
E
R
b『
hb注目
hH監
さ
室
、
芯
白

h邑

1a芯虫
色
』
（
uqshh及
。
＼
。
豆
町
F

i庁

V
S
K
F
3
0
E
H
一安
H
b
h
y
b
b
qミ
g
h

ミ
H
b
h
E
E
H
b
g注
目
司

。＼

n

－baミ
『

snaHMHhh出『
RHNuru『
何
同
HHm門
戸
。
〈
ωご

HAOロハ
H
c
p
H由印由
w
u－

H
日
甲
町
仲
間

A
－

ω
目。
h

・
h

な－
w

］

Y

H
叶
司
・
こ
の
改
革
は
、
の
丘
一
日

g目
。
仏
の
わ
『
自
己
宮
間
ロ
o
の

同
教
当
時
に
始
め
ら
れ
、

M
N
B
E
L
P
Z
2
4。
ロ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ

た
。
改
芋
の
細
目
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
p
っ
く
は
の
ロ
己
S
B何

白

（

］

O

P
S
2
5
が
ま
自
由
大
司
教
と
し
て
行
っ
た
そ
れ
（
前
章
参
照
）

に
類
似
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

川

W

』q
h
h凡

HU
℃－

H叶印了。弘一町弘司おき
HN『
hnNW』
寄
守
党
色
時
四
代
社

hbqh回、ahvhE．白

h
h
h
N
E
a
E由主
F
F
X
H
F
4
0
《
む
雪
ミ
ミ
M
》
u
日
出
円
。
・
ロ
乙
同
一
切
D
H
F

8
日－

gAF・
。
E
5
5
8
の
数
は
、
十
四
世
相
に
は
七
十
七
、
役
職
者
は

十
、
十
一
世
紀
以
来
十
七
を
ー
孜
え
た
。
当
時
司
教
の
年
収
は
現
行
ド
ル
に

換
算
し
て
伝
グ
日
c
c
w
o
o
－
と
推
定
き
れ
て
い
る
が
（
40口
白
5
8
P

N口
町
・
町
礼
町
、
立
ロ
・

g
・）（
U
E
S
E
B
全
体
の
年
収
は
、
こ
れ
を
越
え
て

い
た
で
あ
う
っ
。
刊
と
な
れ
ば

P
S
E
ω

の
み
の
年
収
が
鶴
、
吋
g
u
g
。

を
越
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

川

ω
R山口
v

。b・
s．H
V
U・

s・

ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
テ
ド
ラ
ル
の
成
立
と
そ
の
背
景
（
森
）

帥

40ロ
目
白
∞
o
p
e－町民同
J
H
M－
H吋
N
a
ロ
0
5白人町

2
A
H∞
・
は
、

E
L己
i

m
g
E
の
収
入
を
、
附
加
的
な
可
能
性
と
し
て
推
定
す
る
。
百
甘
－
m
S
E

が
慣
行
さ
れ
る
に
い
た
る
の
は
、
正
に
十
三
世
紀
の
事
で
あ
り
、
従
っ
て

工
事
の
後
期
に
い
た
る
程
そ
の
可
能
性
を
ま
す
こ
と
は
疑
い
得
な
い
が
、

n
E
H可
g
に
つ
い
て
は
、
依
る
べ
き
史
料
け
れ
な
い
。
〈
Oロ
回
日
明
。
ロ
は
、

一
二
七
二
年
の
ど
己
ロ
公
会
議
に
お
い
て
、
河
内
問
。

gza副
教
が
努
力

し
て
、
そ
の
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
の
為
の
献
金
者
に
つ
き
、
百
《
r
k
g
H
F院
を

認
め
る
決
定
を
下
さ
し
め
た
と
一
寄
っ
事
実
を
の
み
援
用
す
る
が
、
。
。
ロ
巳
l

E
B
F
E包
ロ
ロ
2
8
口

の
2
m
g
F
が
関
か
れ
た
の
は
一
二
七
四
年
で

あ
り
、
そ
の

S
ロ
B
E
中
に
は
少
な
ぐ
と
も
か
か
る
決
定
を
見
出
し
得

な
い
。
（
Z
S
ω
r
h山
尽
き
言
語
。
室
町
忠
己
主
苦
苫
ロ
s

a

a
語、な
h
h
s
a

n
b』九時町市帆
quFNhHV
（Ucpaロロ
B

Fロ
mLロ
ロ
。
口
出
巾
口
・
。
開
口
巾
同
E
F
問
。
5
l

mD
ユE
官
官
凶

8
F
σ
S
Z
B
W

〉《】《出
HFouU曲一円回目
H
F
n呂－
J

己
H
H
2

H
M
w
n
o｝－

E
H
E
N－
）
し
か
し
他
方
、
宮
島
白
骨
岡
山
田
が
、
一
般
に

対
し
て
は
、
。
E
2
5印
の
工
事
へ
の
参
与
が
、
緊
的
な
む
く
い
の
あ
る

一
種
の
宮
町
包
芳
三
ぽ
で
あ
る
と
説
い
て
、
事
実
上
の
宮
仏
己
問
。
R
E
を

利
用
し
た
事
は
、
〈
。
ロ
辺
5
8ロ
が
云
さ
つ
如
く
、
た
い
に
あ
り
得
る
事
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ば
、
そ
の
収
入
は
む
し
ろ
第
4
項
の
募
金
と

し
て
取
扱
か
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
制
度
と
し
て
の
宮
門
主
海
忠
広
に

つ

い

て

は

持

活

す

る

。

－

倒

4
0ロ
ω
5
8
P
也、－

nH．H－
V

3
・
H凸
ω
m
H
由p
u
H吋
吋
・
拙
稿
第
二
章
参

昭川
0

ω
ガ
ラ
ス
絵
の
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
記
述
は
、
差
当
っ
て
、
国
O
ロi

t
w
』

h
g
q
h言
、
hE．h
丸
町
宮
町
民
HbbaEHh
紅
白
。
宮
寺
E
P
（hHN
ミ
之
さ
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;
 n°

 
28. 

(?) 
;

 n° 
35. 

(
C
h
a
n
o
i
n
e
 
H
e
n
r
i
 

41. 
(les 

cordonniers) 
;
 n°

 
42. 

(les 
m

叫
ons,

tailleurs 
d
e
 pier-

Noblet) 
;
 n° 

40. 
(un eccl

邑
siastique)

;
 n° 

53. 
(
 Etienne 

re 
etc 

)
 ;
 n

° 
43. 

(les 
tisserands 

etc. 
)
 ;

 n°
 

45. 
(lea 

char-

C
h
a
r
d
o
n
e
l
 et 

sa 
famille) 

;
 n°

 
54. 

(Geoffroy 
Charclonel) 

;" 
pentiers, 

les 
menusiers, 

les 
charrons 

et 
les 

tonneliers) 
;
 

n° 
58. 

(?) 
;

 n° 
74. 

(?) 
;

 n°• 
93, 

94. 
(Pierre 

Mauclerc, 
11° 

59. 
(!es 

m
a
r
e
c
h
a
u
x
)
 
;
 no 

60. 
les

匂
iciers,

(!es 
mcrciers, 

c
o
m
t
e
 d
e
 D

r
e
u
x
 et 

due de Bτetagnc) 
;
 n° 

99. 
(?) 

;
 n° 
100 

Jes 
apothicair

巴s)
;
 n

° 
61. 

(les 
changeurs) 

;
 n'' 

62. 
(!es 

(
u
n
 
ecclesiastique) 

;
 n° 

106. 
(
B
o
u
c
h
a
r
d
 
d
e
 
M
a
r
l
y
)
 
;
 n° 

drapiers) 
;
 no 

63. 
(le 

m
a
r
c
h
a
n
d
s
 d
e
 vin) 

;
 no 

64. 
(les 

char-

107. 
(la 

famille 
<le 

B
c
a
u
m
o
n
t
)
 ;

 n° 
110. 

(la famille <le. 
C
o
u
r
-

rons 
et 

!es 
tonneli

巴
rs)

;
 n° 

68. 
(!es 

boulan
鋲

rs,
les 

pa.ti
ぉ
i-

tenay) 
;
 n° 

112. 
(un 

chanoine 
diacre) 

;
 nos 

113, 
116. 

ers) 
;
 n° 

69. 
(Jes 

boulangers) 
;
 n° 

77. 
(les 

t
o
u
m
e
u
r
s
)
 ;

 



n° 
111. 

(les 
m
匂

issiers)
;
 n°

 
117. 

(]es changeurs) 
;
 n° 

118. 

(Jes 
m
a
r
c
h
a
n
d
s
 d
e
 fourrur ・es)

;
 
n° 

119. 
(!es 

boulangers) 
;
 

n° 
120

目
(le

凶
boulangers)

;
 n° 

1乙
3.

(!esιhangcur
己）.

;
 no 

122. 
(les 

bouhers) ;
 n°

 
160. 

(
 les 

laboureurs) 
;
 n° 

164. 
(]es 

changeurs) ;
 

n° 
16"i. 

(!es 
m
匂

i 田
iers)

;
 n°

 
168. 

(les 
pelletiers) 

;
 

n° 
170. 

(les 
tisserands). 
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経
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会
主
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v
'
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立
献
を
か
尚
喜
主

{
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会
崎
将
。

雲
H
o
u
v
巴t,

loc. 
cit. 

n° 
9
5
-
E. 

.'l 
i¥-1 

¥'.; 
111
将

C
郊
ミ
ヰ
号
令
。

0
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 l隠さ＂！

Louis V
I

ふ
w

C
ピ
町
長
γ

P
町

re
M
a
u
c
l
e
r
c

笠
Alix

de 

T
h
o
u
a
r
s
 
A
l
 G

 ti£:
裂
は
斗

I'
トノ

d
u
c
h
る

de
E
r
e
也

伊
1e
w
週三
~
~
o

け

な
〈
毒
手
こ
V

Blanche d
e
 Castille 

監
さ

弓
臣
c'

総
r1&;

G:
主主
itfi

工」生

対
宕
~
~
拠
出
イ
，
.
.
.
）
~
>JAJ.'l

記
制
（

v
o
n
 Simson, 

loc. 
cit. 

)
 

0
 

:§ 
Houvet, 

loc. 
cit. 

,
 n° 

145. 

事
君
~
「
，
~ffミ

·n
ぶ

o\
も
縦
例
制
Q
怪
州
J

以
軒
望
書
樋
・

1引
く
＋

I
控

総
1
]nit'' 

p. 38. 

き
沼

健
F

斗r
tま

I1l制。

雲
v
o
n
 Simson, 

oρ. 
cit., 

p. 
178. 

g
 
loc. 

cit. 
,

 p. 170. 

~
 

Concilium Lateranense 
IV. 

Generale. 
sub 

Innocentio 
IV. 

s
u
m
m
o
 pontific

巴
.

an. 1215. 
Mansi, 

A
mρ
liss. 

coll. 
C
o
明
cil.

'
 

t. 
22, 

col. 
1049 

1050. 
L
X
I
I
.
 

N
e
 
reliquae 

sanctorum 

ostendatur extra 
ca ρ，s

a
m
,
 ne no

世ae
habeantur 

in 
veneratione 

sine 
Roma:

河
G
ecclesia. 

C
u
m
 e
x
 eo 

q
u
i
d
a
m

泊
n
c
t
o
r
u
m
reliquias 

e
x
p
o
n
u
n
t
 venales, 

'・n 
Iト

ヤ
れ

も
担

当
K縫

恨
,
P
Iト

tム
I＼°＇ぞ

Q
送
料

..lh¥1s
普rn，

賃
（
様
）

et 
eas passim ostendunt, 

Christianae 
religioni 

sit 
detractum 

saepius 
・
 n
e
 
cletrahatur 

in 
pcsterum, 

praescnti 
decreto 

statuimus, 
ut 

antiquac 
reliquiae 

a
m
o
d
o
 
e
x
t
r
a
ι
a
p
s
a
m
 
n
o
n
 

ostendantur, 
n
切

exponantur
venales. 

Inventas a
u
t
e
m
 d
e
 h
o
v
o
 

n
e
m
o
 publice 

vcnerari 
praesumat, 

nisi 
prius 

authoritate 
R
o
 

m
a
n
i
 pontificis 

fuerint 
approbatae. 

Praelati 
vero 

d
e
 cetero 

n
o
n
 permittant m

o
s
,
 
qui 

a
d
 e
o
r
u
m
 

ecclesias 
causa 

venerationis 
accedunt, 

vanis 
figmentis, 

aut 

falsis 
decipi 

documentis, 
sicut 

et 
in 

plerisque 
locis 

occasione 

quaes
加
s
fieri 

consuevit. 
E
l
e
e
m
o
s
y
n
a
r
u
m
 
q
u
o
q
u
e
 
q
u
a
巴
stores

q
u
o
r
u
m
 q
u
i
d
a
m
 
se 

alios 
m
e
n
t
i
e
n
d
o
 
abusiones 

nonnullas 
in 

sua 
praedicatione 

proponunt, 
admitti, 

nisi 
apostolicas 

vel 

dioecesani 
episcopi 

littera
己

veras
exhibeant, 

prohibemus. 
E
t
 

加
nc,

praeter 
id 

q
u
o
d
 
in 

ipsis 
continebitur 

litteris, 
nihil 

populo proponere 
permittantur. 

... 

~
 

cf. 
Decretalium D

.
 
Gregorii P

a
p
a
e
 IX. 

Compilatio
，〔
Cor.か

ω

iuris 
canonici, 

eel. 
Friedberg, 

t. 
II, 

col. 
8
8
8
 889), 

lib. 
V
.
 

tit. 
X
X
X
V
I
I
I
.
 

D
e
 poenitentiis 

et 
Remissionib

明
s,

cap. 

X
I
V
.
 

怠
A
m
i
e
n
s
 .'l 

＼＇ユ
l---':iiil11lヨm,s:---'

Boinet, 
oρ. 

cit. 
,
 p. 9

 10. 

1§ 
Varin, 

Arch. 
adm., 

1-2, 
n° 

C
C
V
I
,
 
p. 

670 
sq. 

;
 Cf. 

Potthast; 
Regesta, 

II, 
n° 

12062, 
p. 

1022. 

1雪
Varin,

loc. 
cit. 

,
 p. 
670, 

n. 
1.

トJ
C
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ti' 

%
相
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（；て

の
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tr (;・
 

10 canones 
.'l

村
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¥-ICぺ

ξ
ω
£

｝
ノ
良
心

F
V
a
r
i
n
 

11111 
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総
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失
8
宅
室
料
入
Jl'\18~1肥

司
馬
（
機
〉
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 texte 
:12' 

巴
長
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8ti;;ユ

p
r
e
a
m
b
u
l
e
 
8
怜

料
W
ミミた

Si,ij,

4ミ＼＇
~
0

V
a
r
i
n
 :12

リ
尋
ぬ

J
Bibloth

丘
q
u
c
R
o
y
a
l
e
 〔同

I3ibliothe

q
u
e
 Nationalり，

ms. lat. 
n° 

5210. 
云

Lよt沢
民

，－.）＼
Jc,',ij,

初
4己ぷ

今
I
~

，，；，（；：Fノ
崎
心
。

2:§.LJ
（
；
：
＊
組
会

,JI,-)Tノ，，；；，＇
＊
る
＜
~
8
記
事

~,i{'i設~，$，

£
,
Q
;
J
A
J
：；！盟事長

Fノ
崎
心
。

V
a
r
i
n
 ，切々

さま’
R
e
i
m
s

ベ
宿
将
人

Jl'¥18

眼
目

将
.｛.，＇.必

f;;;;ai'(;:$.2や
み
’

言返
＜:i＜

日
終
な
ど
え
と
よ

L
y
o
n

'.cl
食
{::1,-.)

Pノ
ユ

.｛.，＇.総
叫

Innocentius 
I
V
 C

 o;
J人

！
と
よ
た
ヨ
れ

jぶ
F

特
Eヨ
？
ノ
い

／
（
）
弓

.{.! 
Sententia 

A
l
，毛

＼J
，
ニ
肉
付
小
？
ノ
必
幻

J
〔
loc.

cit. 
)

 
,

 Potthast 

:;!' 
Paris k

砂
Q

magistri
ぽ

Q
釘

悩
臣
mm

工よ
fill;'f' 

s-0*'!1民側
ffiAJ

，苦

十ノユ
s-0
"-6
小
千
ノ
持

s-0
(Potthast, 

loc. 
cit. 

)
 

0
 ~
：
；二
斗
守

J"-6' 
1iiij

料
品
｝

己
主
ユ
ド
特
例
さ
ま
い
て

γ
L
u
g
d
u
n
e
n
s
e
 
I. 

Generale 
Concilium 

(a0 
1245) C

 canoncs 
:1伊帝＇＊＂＂ユぬ

o
cf. 

Mansi, 
Ampliss

目

Coll. ,
 t. 

23, 
col. 

6
5
2
 sq. 

)§ 
D
e
 
ap1

うellationibus
(
V
I
 
deer et. 

Ii b. 
2
 tit. 

15. 
c. 
3, 

)
 ;

 de 

officio 
ordi

仰
rii

(
V
I
 
decrct. 

lib. 
1. 

tit. 
16. 

c. 
1. 
)
 .;

 
de 

foro 

competenti (
V
I
 decret. 

lib. 
2. 

tit. 
2. 
c. 
1.) 

;
 de. 

poenis(VI 
de-

cret. 
lib. 

5. 
tit. 

9. 
c. 
1. 
)
 ;
 de sententia

似
communicationis

(
V
I
 

decret. 
lib, 5. 

tit. 
11. 

c.' 5. 
)
 ;
 de
ρ
oenitentiis 

et 
re

問
issionibus

(
V
I
 decret. 

lib. 
5. 

tit. 
10. 

c. 
1. 

)
 ;
 de officio 

i!icarii 
(
V
I
 dee 

ret. 
lib. 

l. 
tit. 

13. 
c. 
L
 )

 ;
 de s

uρ
,plenda

刊号
gligent

叫
prelato

r
u
m
 (
V
I
 decret. 

Iib. 
1. 

tit. 
8. 

c. 
1. 
)
 ;
 de 

testibus (
V
I
 decret 

lib. 
2. 

tit. 
10. 

c. 
3. 

)
 ;
 de censibus 

et 
procuratoribus 

(
V
I
 
dee-

ret. 
lib. 

3. 
tit. 

20. 
c. 
1. 
)
 

.
 

写
Varin, 

loc. 
cit., 

p. 
674. 

Questoribus 
preterea 

qui 
pro 

11 
gr 

fabrica 
remensis 

eccl
回
ie

《lestinantur,
citandi 

subditos 

e
o
n
;
m
d
e
m
 suffraganeorum 

quos iidem 
questores 

sibi 
resiste-

re, 
aut 

nolle 
parere 

dixerint, 
ut 

c
o
r
a
m
 
officialibus 

eisdem 

compareant, c
o
n
叩
m
u
n
t
(sic, 

concedunt?)pot
巴statem

;
 et 
taliter 

citandi 
coguntur c

o
r
a
m
 eisdem officialibus 

respondere. 
Id

印
1

q
u
o
q
u
e
 
archiepiscopus, 

g
r
a
v
a
m
i
n
a
 
gravaminibus 

addens, 

d
e
 
n
o
v
o
 
eisclem 

suffraganeis, 
in 

virtute 
sancte 

o
 

becliencie, 

preccpit 
ut, 

questores 
a
b
 ipso 

pro 
eaclem 

fabrica 
clestinatos 

recipientes 
honeste, 

permitterent 
c
u
m
 expectacione pacifica, 

e
o
r
u
m
 subditis 

exprimere 
n
e
g
o
c
i
u
m
'
 ecclesie 

supradicte ;
 in-

jungens nichilominus 
ut 

a
 se 

ipsis 
incipientes, 

de 
bonis 

sibi 

a
 D
e
o
 
collatis 

Jargas 
a
d
 
e
j
u
s
d
e
m
 
fabrice 

opus 
elemosynas 

destinarent, 
ac ut 

sui 
clenunciacion

巴
manclati,

et 
i
p
s
o
r
u
m
 

suffragancorum 
monicionibus 

iidem 
inducerentur 

subcliti, 

q
u
o
d
 
subeant 

benefactorum 
ejusclem 

ecclesie 
confrerias, 

et 

unusquisque 
confratrum 

juxta 
facultates 

propri
部

s,ingulis

annis 
i
p
s
a
m
 visitaret 

ecclesiam 
in 

certa 
s
u
m
m
a
 
pecunie 

vel 

a
n
n
o
n
a
 ;

 ne
c
n
o
n
 ut 

in 
i
p
s
o
r
u
m
 
questor

田
n

aclventum 
festum 

fierct, 
fcriis 

inclictis 
solcmntibus, 

et 
preclicti 

subcliti 
convocati 

n
o
n
 p

工esumerant
(sic), 

sicut 
n
己じ

• (sic, 
in?) 

die 
dominica, 

presentibus 
eisclem 

questoribus, 
d
o
n
e
c
 super 

h
o
c
 a

h
 eis 

obti 

nerent licenciam, 
operari ;

 ac n
e
e
 
(sic, 

ut ?) 
ecclesie 

predicte 

nuncii 
ccteris 

questoribus 
preferrentur, 

nullis 
aliis 

infra 

ebclomaclam 
in 

q
u
a
 iiclem 

recipiendi 
essent 

nuncii 
aclmitten-



dis. 
Concessit 

etiam per s
u
a
m
 p
r
o
v
i
n
c
i
a
m
 indulgenciam uni-

de 
jure 

n
o
n
 
p
o
田
int,

cognoscere 
in 

v
e
s
t
r
u
m
 
prejudicium 

us 
anni 

benefactoribus 
e
j
u
s
d
e
m
 
fabrice, 

statuta 
concilii 

moliantur ;
 qu
o
d
 si 

conventus c
o
r
a
m
 eis 

laicus, 
a

 laico, 
licet 

g
巴neralis

excedendo, 
faciens 

insuper 
remissiones 

super 
voto-

a
d
 ipsos 

n
o
n
 sp

巴ctet
cognitio, 

fori 
sui 

exceptione 
proposita 

r
u
m
 transgressionibus, 

et 
offensis 

parentibus 
irrogatis. 

.
 .
 

.
 

p
巴r

appellationem 
vel 

alio 
legitimo 

m
o
d
o
,
 
a
b
 e
x
a
m
i
n
e
 ipso

→
 

:g 
寧
·
~
笠

D
e
m
a
i
s
o
n
,

op. 
cit., 

p. 
10. 

r
u
m
 recesserint 

(sii), 
ipsi 

protinus 
in 

e
u
m

切
n
q
u
a
m
in 

c
o
n
-

8
 
活
相
§
！
.
よ
!W(T

ど
F
州
制
粧
四
国
技
J
~

－－＇－£0
t
u
m
a
c
e
m
 excommunicationis 

sententiam 
proferant ;

 pro 
cujus 

~
 

Varin, 
A
n
h
.
 
adm., 

I
 2, 

no 
C
X
C
I
I
I
,
 
p. 

657 
;

 Cf. 
Pott-

relaxatione 
n
o
v
e
m
 libras 

et 
u
n
u
m
 d
e
n
a
r
i
u
m
 si 

sit 
dives, 

alias 

hast, 
Regesta, 

II, 
no 

11219. 
Innocentius ... 

C
u
m
 sicut 

e
x
 

aliam certam pecunie s
u
m
m
a
m
,
 
extorquent e

m
e
n
d
e
 
n
o
m
i
n
e
,
 

parte 
vestra 

fuit 
propositum c

o
r
a
m
 nobis, 

nunnulle indulgen 
contra 

justitiam 
a
b
 e

o
d
e
m
 ;

 .
 

tie 
ac privilegia 

vobis 
et 

monasterio 
vestro 

a
 predecessoribus

塞
Varin,

Arch. 
adm., 

I
 2, 

n° 
C
X
C
V
I
I
,
 
p. 

6
5
9
;
 Cf. 

n
o
s
位
is

sunt 
conce

由
民

q
u
o
r
u
m

aliquibus 
uti 

per 
neglig

巴ntiam
Potthast, 

Regesta, 
II, 

n° 
11254. 

Innocentius ... 
Dilectiis 

hactenus 
omisistis, 

nos 
vestris 

supplicationibus 
inclinati, 

ut 
abbati 

et 
conventui 

monasterii 
S. 

R
e
m
i
g
i
i
 
remensis. .

 .
 E
x
 

e
i
s
d
e
m
 privilegiis 

ac 
indulgentiis 

in 
judiciis 

et 
aliis 

iocis 
uti 

parte 
vestra 

fuit 
p
r
o
p
口
situm

c
o
r
a
m
 
nobis, 

q
u
o
d
 
nunnulli 

libere, 
prout expedire videritis, 

valeatis, 
alicujus lapsu temporis 

ecclesiarum 
prelati, 

ac 
e
o
r
u
m
 
officiales, 

ceca 
cupiditate 

s
巴
－

n
o
n
 o
b
s
切
nte

.... ,
 in
d
u
l
g
e
m
u
色；

ita
t
a
m
e
n
 
q
u
o
d
 
n
u
l
l
u
m
 per 

ducti, 
n
e
e
 ponentes 

a
v
a
r
i
α
s
u
e
 m

o
d
u
m
,
 
ut 

a
b
 h
o
m
i
n
i
b
u
s
 et 

hoc, 
illis 

qui 
contra vos 

super 
hiis 

legitime 
prescripserunt, 

mansionariis vestri monasterii occasionem habeant extorquendi, 

prejudicium generetur. .
 .
 

.
 

ipsos 
i
n
t
e
r
d
u
m
 
e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
n
t
,
 
q
u
a
n
d
o
q
u
e
 
vero 

s
u
p
p
o
n
u
n
t
 

窓
Varin, 

A
n
h
.
 
adm., 

I-2, 
n° 

C
X
C
I
V
,
 
p. 

6
5
8
;
 Cf. 

Pot-
ec

氾
lesiastico

interdicto, 
n
e
c
 

volunt 
h
u
j
u
s
m
o
d
i
 

sententias 

thast, 
Regesta, 

II, 
no 

11250. 
Innocentius ... dilectis 

filiis 
relaxare, 

nisi 
prius 

eis 
soluta 

q
u
a
d
a
m
 
pecunie 

quantitate 

abbati 
et 

conventui 
monasterii 

S. 
R
e
m
i
g
i
i
 
remensis. 

C
u
m
,
 

e
m
e
n
d
e
 n
o
m
i
n
e
 ;

 et 
si 

forte 
ipsas 

relaxent, 
illos 

in 
q
u
o
s
 
late 

sicut 
e
x
 parte 

ves
住
a

fuit 
propositum 

c
o
r
a
m
 
nobis, 

nonnulli 
fuerant, 

si 
n
o
n
 
solvant 

h
u
j
u
s
m
o
d
i
 
pecuniam, 

in 
e
a
s
d
e
m
 

ecclesiarum 
pre!

且ti
et 

officiales 
e
o
r
u
m
,
 

d
e
 
causis 

laicorum 
reducunt 

sententias, 
pretendentes 

a
n
t
i
q
u
a
m
 

super 
h
o
c
 

h
o
m
i
n
u
m
 monasterii 

vestri 
q
u
a
r
u
m
 cognitio 

n
o
n
 a
d
 eos, 

sed 
consuetudinem, 

q
u
e
 dicti 

potest 
verius 

corruptela ;
 .... 

a
d
 vos, 

dinoscitur 
pertin

巴re,
pro 

eo 
m
a
x
i
m
e
 
de 

facto 
c
u
m

塞
Varin,

A
rι

h
 
adm., 

I-2, 
n° 

C
X
C
I
X
,
 
p. 

660-661 ;
 Cf. 

・n 
,1--s
守
れ
も
中
江
主
S：
縫
恨

f
(

Iト：，...，＼＇，犬
Q
主
選
制
よ
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Q
事
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民
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1
 
HC 

P
o低

iast,
Regesta, 

II, 
n° 

11513. 
C
u
m
 si

叩
t
nobis 

c
x
p
o
n
e
r
e
 

t
巴m

citandi 
tribuunt, 

sicut 
pars 

adversa 
proponit ;

 suffraga-

curavistis, 
sepe 

contingat 
h
o
m
i
n
e
s
 
et 

mansionarios 
vestri 

neos a
u
t
e
m
 suos 

e
o
r
u
m
q
u
e
 subclitos 

exortari 
ct 

inducere, 
ut 

monasterii, 
vel 

alias 
a
d
 
f
o
r
u
m
 
vestrnm 

spec
切
nte

町
c
o
m
m

de, l〕orris
sibi 

a
 D
e
o
 collatis ad 

o
p
u
s
 
fabric

巴
remensis

ecclesie 

vobis, 
prepositis 

vel 
judiciariis 

vestris, 
pro 

ipsorurn excessi-
largiantur, 

confrerias 
faciant, 

et 
alia 

q
u
e
 a

d
 c

o
n
s
u
m
m
a
c
i
o
-

bus et e
x
 causis legitimis 

n
o
n
 a
d
 f
o
r
u
m
 ecclesiasticum spectan-

n
e
m
 ipsius 

operis nece
部
aria

dignoscun:ur, 
et d

e
 jure 

et 
equi 

tibus, 
conveniri, 

ipsi 
ut 

v
e
s
t
r
u
m
 
declinent 

judicium, 
et 

tate, 
ac e

j
u
s
d
e
m
 ecclesie 

cohsuetudine, 
sibi 

licet ;
 ... Offici-

jurisdictionem 
eliclant, 

a
d
 
juclices 

ecclesia
日ticos

orclinari.os 
ales 

q
u
o
q
u
c
 
remenses, 

c
u
m
 
m
a
x
i
m
a
 
cleliber

司
cione,

ac p
r
o
 

l
o
c
o
r
u
m
 appellant, 

q
u
o
r
u
m
 appellationes 

licet 
frivolas 

indiffe-
gravissima 

causa, 
n
o
n
 
absque 

multa 
cordis 

amaritudine, 

renter 
in 

ipsius 
m.onasterii 

prejudiciurn 
admittentes, 

in 
vos, 

suos 
i
n
t
e
r
d
u
m
 
suffraganeos 

int
己工
dicunt,

e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
n
t
,
 
et 

prepositos, 
et 

justiciarios 
supradictos, 

si 
contra 

ipsos 
proces 

suspendunt ;
 ... 

seritis 
appellantes; 

licet 
'super 

hiis 
n
u
l
l
a
m
 

jurisdictionem 
雲

officialit卓
ど

や
ユ

ド
当

G
a
u
d
e
m
e
t
,

oρ. 
cit. 

,
 clans 

L
o
t
-
F
a
w
-

habere nose
旦
ntur,

interdicti, 
suspcnsionis 

et 
e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o

→
 

ti
巴
r,

Histoire 
des 

Institutions
ラ
t

III, 
p. 258 

s司
；
手
口

R
e
i
m
s
 

nis 
ferunt 

sententias, 
s
o
l
a
m
 
c
o
n
s
u
e
t
u
d
i
n
e
m
 
q
u
e
 
dici 

potest 
Q
六
%
と
よ
（
＇

:; 
¥--' 
ti' 

0
.
 

Granclnott
巴t,

Les 
officialitas 

de 

corrupt
巴la

verius 
pretendentes ;

 .
 

.
 .
 

Reims, 
clans 

Bulletin 
d
’information de 

l' lnstitut de Recherche 

宰
Varin,

Arch. 
adm. ,

 I
 2, 

n° 
C
C
V
I
,
 
p. 

676 
678. .

 .
 

.
 P
r
o
 

et 
d
’Histoire 

des 
Textes, 

n° 
4, 

1956, 
p. 77. 

sq. 

parte a
u
t
e
m
 e
j
u
s
d
e
m
 archiepiscopi 

et 
contra 

propositum exti-
g
 
Varin, 

loq. 
qit., 

p. 
680 ...... 

s
u
o
r
u
m
q
u
e
 
officialium 

qui 

tit 
q
u
o
d
 
curia 

remensis, 
appellaciones 

a
b
 oHicialibus suf-

generaliter 
d
e
 causis 

a
d
 i
p
s
o
r
u
m
 
(episcoporum) 

f
o
r
u
m
 perti 

f
r
a
g
a
n
e
o
r
u
m
 
suorum, 

archidiaconis, 
aliisque 

prelatis 
su

巴
nentibus, 

e
o
r
u
m
d
e
m
 
vices 

supplendo 
cognoscunt, 

u
江

田
n

et 

provincie 
interjectas 

a
d
 ipsam, 

recipi, 
et 

cognosci 
de 

eis, 
i
d
e
m
 consistorium 

sive 
auditorium 

(
c
u
m
 episcopis 

constituen-

prout 
jur

巴
vel

consuetucline 
sibi 

licet, 
in 

quasi 
posscssione 

tes) .... 

recipiencli 
et 

cognoscendi taliter 
fuit a

 te
m
p
o
r
e
 a

 qU:o 
m
e
m
o
-

雲
Grandmottet, 

loc. 
cit. 

R
e
i
m
s
 
G

 
officiales 

ti
十

11cJ:;l早
起

ria 
n
o
n
 
existit ;

 ne
e
 
est 

hujus 
consuetuclo 

remensis 
ecclesie 

併
と
よ
初
会
（
；
~
£
＇
－
控
，
印
G
－
＜
訴
さ

~ill降
存
会
必

i
l匂

Fノ
時
や
ど
o

,J
，引い

specialis, 
sed generalis 

per o
m
n
e
s
 
metropoles 

gallicanas. .
 .
 

.
 

1
 1民
翠
倒
去
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Q
：会

G
u
i
l
l
a
u
m
e
d
e
 C

h
a
m
p
a
g
n
e
下
ノ
持
母

0
archi-

N
e
q
u
e
 iidem 

officiales 
remensis ecclesie 

questoribus 
faculta-

diaconi 
(archidiacres) 

ぢ』
K
令

;l
令
J己主ミ＇

-1< 
G
f宍

ti
archidiaco-



n
u
s
 R
e
m
e
n
s
i
s
＇
千
（
；
択

ti
archidiaconus ecclesie 

remensis
官

:t!

arιhi<liacre 
de 

C
h
a
m
p
a
g
n
e
 
.ov gr ':lj 

~
 ，＇」。ふ

Jぷ
必
（
；

officialites 

，，.；：，＊＇ヰミ~与：」ー11主
i寝
＊
斗
’
間
凶
v
公
判
官
補
（
；
＊
＇
4二
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V
’
主
主

闘士
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霊
Varin,

Arch. 
adm., 

I-
2, 

n° 
C
C
I
X
,
 

p. 
688 690. 

19 

octobre 
1246 ;

 Co
m
p
r
o
m
i
s
s
u
m
 inter archiepiscopum r

e
m
e
n
s
e
m
 

e
x
 u
n
a
 parte, 

et 
suessionensem, a

m
b
i
a
n
c
n
s
e
m
,
 
laudunensem, 

tornacensem, 
n
o
v
i
m
e
n
s
e
m
,
 

attrebatensem 
episcopos .

 ex
 

altera, 
de P

 (
 

etro) 
albanensi 

episcopo 
pro juclice 

suscipi
じndo,

super 
articulis 

in 
quibus erat archiepiscopo remensi consuetu-

d
o
 per 

sentenciam a
p
o
日tolic

紅
n

reservata. 

霊
Varin,

Arch. 
adm., 

I-2, 
n° 

C
C
X
I
I
,
 
p. 6

9
4
 sq. 

2
3
 jan-

vier 
1248; 

Sentencia Petri 
albanensis 

episcopi 
in 

α
u
錨

q
u
e

vertebatur 
inter 

archiepiscopum r
e
m
e
n
s
e
m
 et 

ejus 
suffragane-

os.
〔
：
§
ト

Sententia
..>J笹

幹
）
。

宰
Varin,

Arch. 
adm., 

I-2, 
n° 

C
C
X
V
,
 
p. 

701-702. 
Jer 

avril 
1248; 

Privilegium D
.
 Innocencii 

p
a
p
a
 I
V
,
 
sentencie 

P. 

albanensis 
episcopi 

confirmatorium. 
Cf. 

Potthast, 
Regesta, 

II, 
n° 

12間
工
“

Etsi
似
sta

総
世:tentia".

宰
Varin, Arch. 

adm., I-2, 
n° 

C
C
V
I
,
 p. 

680. 
A
b
 archidiaconis 

vero, 
aliisque 

inferiorioribus 
prelatis 

suffraganeis 
subjectis 

eisdem, 
et 

e
o
r
u
m
 officialibus

，
山
l

suffraganeos 
ipsos 

clebet, 

et 
n
o
n
 a
d
 e
a
n
d
e
m
 curiam, 

omissis 
dictis 

suffraganeis, 
appel 

lari; 
nisi 

aliud 
remensi 

ecclesie 
de 

consuetudine 
competat in 

今「＇
Iト＂＇
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担
組
〈
縫
11¥

t司
if--

!I...＇＂失
G

告＇H
オ
ム
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時
（
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雲
Varin,

Arch. 
adm. ,

 I
 2, n" C

C
X
I
I
,
 p. 

69
忌
.
.
.
.
in 

h
a
c
 parle 

dicimus 
et 

ordinamus, 
q
u
a
d
 
a

 predictis 
inferioribus 

n
o
n
 

p
o
開
it,

o
m
i
回
o
media, 

ante 
diffinitivam 

sentenciam aliquate-

nus appel-lari; 
... 

れ
ヘ
指
令

I;
tマ
，
，
ト
得
々
〈
子
三
ピ
同
｛
健
次
犬
。

~
r
h
斗
日
ド
ヘ
支
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1
h
ツ
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ぐ
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足
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If¥

中
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結
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ふ
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11¥ 
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ム
打
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~
 
Ibidem, 

p. 6CJ5 
696. 

事
Varin,

Arch. adm. ,
 

I
 2, n° 

C
C
V
I
,
 p. 

681. 
P
r
o
h
i
b
e
m
u
s
 quoque, 

n
e
 

remenses 
archiepiscopi 

in 
dyocesibus 

suffraganeorum 

s
u
o
r
u
m
 foraneos 

officiales 
constituant; 

.
 

.
 nisi 

aliud 
r
e
m
e
n
-

sis 
curia, 

circa 
talium institutionem 

officialium 
de 

consuetu-

dine 
optineat 

speciali. 
.
 

.. 
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R
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i
m
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Cf. 
Ibidem, 

n° 
C
C
X
I
I
,
 
p. 

697. 
.

 
.. 

dicimus 
et 

ordinamus, 

q
u
a
d
 

archiepiscopus, 
sive 

curia 
remensis, 

in 
dyocesibus 

suffraganeorum, 
hujus(modi) 

foraneos 
officiales 

n
o
n
 habe-

ant, 
n
e
e
 de cetera 

n
o
n
 constituant. 

「
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Ibidem, 
p. 

697. 
I
n
h
i
b
e
m
u
s
 
a
u
t
e
m
 
n
e
 
n
o
v
a
 
m
e
d
i
a
 
q
u
a
m
 

q
u
e
 
hactenus 

solent 
c
日
e,

creantur 
vel 

fiant, 
vcl 

cciam 

coneι
可
iones

in quibus gr
乱
dus

fiant 
in 

f
r
a
u
d
e
m
 et 

preju<licium 

jurisdictionis. 
curie・ 

remensis, 
seu 

archiepiscopi 
memorati. 

「
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K
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円
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ヘ
コ
ヱ
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終
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断
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H
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ト
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選
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l1¥
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略
ホ
－
＼
；
＼

':R主
主
サ
’
曲
全
~ll\

占
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ι
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Varin, A

r
c
h目。

dm.,
I-2, 

n° 
C
C
V
I
,
 p. 

682. 
Officiales 

a
u
t
e
m
 

remensis archiepiscopi, 
q
u
a
n
d
i
u
 in 

sua 
provincia, 

vel 
circa 

illam 
extiterint 

(sic, 
extiterit?), 

in 
suffragan

巴os
suos 

inter-

dicti 
vel 

suspentionis, 
aut 

excommunicationis 
profe

工re

sententias 
n
o
n
 at

回
nptent.

E
t
 h
o
c
 
i
d
e
m
 ab. officialibus 

alio-

r
u
m
 metropolitanorum, 

circa 
i
p
s
o
r
u
m
 
suffraganeos, 

quibus 

o
b
 
reverentiam 

pontificalis 
officii 

deferri 
v
o
l
u
m
u
s
 
in 

h
a
c
 

parte, 
pre

じipimus
observari. 

宰
Ibidem,

p. 
683-684. 

C
e
t
e
r
u
m
 
interdicti, 

suspensionis, 
vel 

excommunicacionis 
sentencias 

latas 
a
b
 
officialibus 

archidia-

c
o
n
口
r
u
m
,

seu 
quibuslibet 

aliis 
jurisdictionem habentibus 

suf-

f
r
a
g
a
n
e
o
r
u
m
 remcnsis ccclesie 

subdits, 
remensis 

archicpisco 

pus, 
(et 

ejus 
officiales), 

obmissis 
ipsis 

excommunicatoriirnふ

n
o
n
 relaxent, 

salva 
t
a
m
e
n
 super 

hoc 
contraria 

consuetudine 

si 
q
u
a
m
 habent ；…・．

11 
....... 

'
 l、、

き
Varin,

Arch. a
d
m
,
 I-2, n° 

C
C
X
I
I
,
 p. 

699 ... dicimus et ordi-

n
a
m
u
s
 
q
u
o
d
 
nullo 

mcido 
relaxent 

seu 
relaxari 

m
a
n
d
e
n
t
 

hujus(modi) 
sentencias,. 

nisi 
prout 

j
u
s
u
m
 
fuerit, 

et 
c
u
m
 

d
e
b
i
t
a
α
u
s
e
 cognicione. 

婁
Varin,

loc. 
cit. 

,
 n° 

C
C
V
I
,
 
p. 

684. 
Q
u
巴storibus

a
u
t
e
m
 

fabrice 
remensis ecclesie, 

remensis 
archiepiscopus, 

sive 
ejus 

officialcs 
citandi 

s
u
f
f
r
a
g
a
n
e
o
r
u
m
 
ipsius 

ecclesie 
subditos, 

quos 
iidem 

(questores) 
sibi 

resistere, 
al.jt 

nolle 
parere 

dixe-

rint, 
ut 

super 
h
o
c
 c
o
m
p
a
r
e
a
n
t
 c
o
r
a
m
 ipsis, 

n
e
q
u
a
q
u
a
m
 tribu-

ant 
potestatem. 

S
u
p
e
r
 
benigna 

vero 
(ipsorum) 

receptione 

ac 
subventione 

ipsi 
fabrice 

facienda, 
pcssunt 

e
o
s
d
e
m
 suffra-

ganeos, 
et 

alios 
Christi 

fide!
田

remensis
provincie 

caritative 

m
o
n
e
r
e
.
 

I
n
 

concedendis 
vero 

indulgentiis, 
n
o
n
 
excedat 

remensis archiepiscopus 
statutum concilii 

generalis. 

車
In<lulgentiae 

｜
穏
と
よ

P
ユ
ν
:ti'

A
.
 
Vacant, 

E. 
M
a
g
n
e
t
,
 

E. 
A
m
a
n
n
,
 
Diction目

別
re

d
担

Theologie 
Catholique, 

VII-2, 

Paris, 
1923, 

v0 
≪{Jndulgences';,), 

par 
Et. 

M
a
g
n
i
n
,
 
col. 

1
5
9
4
 sq. 

'R: 
Decretalium 

D
.
 Gregorii 

P
a
p
a
e
 
IX. 

Compilatio, 
lib. V

.
 

tit. 
X
X
X
V
I
I
I
.
 
c. 

IV. 
(Co

ゆ
us

iur
俗

cano
仰

向
剖

.
Fried-

berg, 
II, 

col. 
885. )

 
;
 Cf. 

J
 

aff
長
＼
Vattenbach,

Regesta, 
11° 

12411: 
Q
u
o
d
 
a
u
t
e
m
 
cons1

ユltuisti,
u
t
r
u
m
 
remissiones, 

q
u
a
e
 

fiunt 
in 

dedicationibus 
ecclesiarum 

aut 
conferentibus 

a
d
 

aedificationem 
pontium, 

aliis 
prosint, 

q
u
紅
n

his, 
qui 

remit 



tentibus 
si'i.bsunt, 

h
o
c
 volumus. t

u
a
m
 fraternitatem 

(firmiter）
宣

Varin,
Arch. 

adm., 
I
 2, 

n° 
C
X
V
I
I
I
,
 
p. 

5
5
3
-
5
5
5
 .
.
.
.
.
 

tenere, 
quad, 

q
u
u
m
 a

 n
o
n
 
suo 

iudice 
ligari 

nullus 
valeat 

Contra 
questores 

ecclesiarum 
pro 

ecclesiis 
et 

piis 
locis, 

vel 
absolvi, 

remission
巴
S
praedic

句
s
prodesse 

illis
匂
n
加
m
m
o
d
o
s
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p
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c
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i
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r
e
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LES CATHEDRALES GOTHIQUES 
CLASSIQUES AU XIIIe SIECLE 

ET LEUR FOND SOCIAL 

--Les cathedrales de Chartres, de Reims, et 

d' Amiens--

(Troisieme partie) 

-1-

Hiroshi MORI 

Nous pouvons nous demander maintenant comment on pouvait sub

venir a toutes les depenses necessaires a l'execution de l'oeuvre colossale 

des nouvelles cathedrales. D'apres un compte de la cathedrale d'Autun 

(1294-1295), fait par un proviseur charge du chapitre, les recettes 

principales · pour la reparation de la cathedrale etaient procurees par des 

quetes d'aumones et des indulgences accordees aux bienfaiteurs. A 

Chartres, l'eveque et les chanoines ont, comme aumone, abandonne 

pour les frais de l'oeuvre, leurs revenus pour une dure.e de trois ans. 

Beaucoup d'autres aum6nes, non seulement de la part du roi et des 

vassaux de France, mais aussi des bourgeois chartrains, etaient fournies, 

et les pelerins venant a Chartres ne manquaient pas d'offrir aussi aux 

saintes reliques leurs offrandes. 

Le Concile de Lateran en 1215 promulgua l'interdiction de la quete 

par la procession des~reliques, une des sources principales des ressources; 

on devait trouver une autre fa~on de quetes, que la bulle du pape 

Innocent IV, donne a Lyon le 21 mars 1246, indique de la maniere 

suivante: 

Lorsque les envoyes de l'eglise de Reims se presentaient dans une 

ville, on celebrait une fete solennelle, et l'on suspendait tout travail. 

Les. queteurs exposaient le but de leur mission aux fideles reunis, sollici

taient leurs off ran des ; et les invitaient a former des conf reries dont 

chaque membre versait une somme annuelle au profit de la cathedrale; 
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les bienfaiteurs, en retour, avaient droit a une indulgence. 

Les suffragants remois s'en plaignerent d'ailleurs, a propos de leur 

archeveque abus1i-nt de son pouvoir pour se procurer les sommes neces

saires aux depenses. Cette bulle <{Romana ecclesia)> se rapporte en 

effet aux conflits concernant les ressort':l judiciaires entre les prelats 

de Reims et leurs officialites, d'une part, et les suffragants de la 

province, d'autre part. Ceux-ci ont accuse l'archeveque d'avoir nomme et 

envoye les queteurs qui for<;aient les sujets des suffragants a venir a la 

reunion et a s'organiser en confreries, en les mena<;ant de les citer 

devant les officialites remoises. Les prelats remois avaient ainsi penet

re clans le ressort d'autrui, jete arbitrairement les sentences d'excommu-c 

nication, et <{extorque)> de !'argent au nom de l'<{emendatio)>. Les 

canons de la bulle reglerent les rapports des ressorts; les abus judiciaires 

s' arreterent. 

Etant donne que les finances de l' eglise de Reims etaient, en 1251, 

tombees clans une crise importante, nous pouvons supposer que les 

ressources procurees par ces moyens devaient sans doute etre conside

rables. Les revenus judiciaires des officialites avaient ete destines aux 

prelats qui chargeaient les officiales, car, chacun de ceux-ci n'etait 

responsable que de sa propre autorite, soit a l'archeveque, soit a chacun 

des deux archidiacres, grand et petit. La somme de ces revenus destinee 

aux depenses de l'oeuvre de la cathedrale devait etre versee au nom 

d'aum6nes par la main d'une de ces autorites. Notons enfin que, depuis 

1215, l'archeveque de Reims, avait lui-meme monopolise, en rempla<;ant 

le chanoine tresorier, le droit de recevoir toutes les aum6nes et les 

offrandes. 

Nous pourrions ainsi conclure qu'a Reims, et chez les autres cathed

rales peut-etre, ce n'etait jamais le chapitre, mais les archeveques et 

les eveques qui etaient toujours responsables des finances de l'oeuvre 

de la nouvelle cathedrale. 

(a suivre) 




